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下 水 道 法 （ 抄 ）             

第１章 総 則 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道 

 及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な 

 発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 （１） 下 水 

   生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水（以下「汚水」とい 

  う。）又は雨水をいう。 

 （２） 下水道 

   下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設（かんがい排水施設を除く。）、 

  これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（屎尿浄化槽を除く。）又はこれらの施 

設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。 

 （３） 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、

終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施

設の相当部分が暗渠である構造のもの 

ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川そ

の他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの 

（４） 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理

するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するも

のであり、かつ、終末処理場を有するもの 

ロ 公共下水道（終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。）により排除される

雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管

理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の

流量を調節するための施設を有するもの   

（５）都市下水路（省略） 

（６）終末処理場 

    下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設とし    

   て設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 

  （７）排水区域 

    公共下水道により下水を排除することができる地域で、第９条第１項の規定により公示された区 

   域をいう。 

 （８）処理区域 

   排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第９条第２ 
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   項において準用する同条第１項の規定により公示された区域をいう。 

（９）浸水被害 

   排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できな

いこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことに

よる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。 

 

第２章 公共下水道 

第１節 公共下水道の管理等 

（管 理） 

第３条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 

 ２ （省略） 

（供用開始の公示等） 

第９条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開 

 始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを 

表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなけ

ればならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は当

該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。こ

の場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月 

  日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とある 

のは「国土交通省令、環境省令」と読み替えるものとする。 

（排水設備の設置等） 

第１０条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有 

  者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させ 

  るために必要な排水管、排水渠その他の排水施設（以下「排水設備」という。）を設置しなければな 

  らない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合 

  においては、この限りでない。 

 （１） 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者 

  （２） 建築物の敷地でない土地（次号に規定する土地を除く。）にあっては、当該土地の所有者 

  （３） 道路（道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路をいう。）その他の公共施設（建築物

を除く。）の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者 

 ２ 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者 

  が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者（前項第３号の土地にあっては、当 

  該公共施設を管理すべき者）が行うものとする。 

  ３ 第１項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他

の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の 

  基準によらなければならない。 

（排水に関する受忍義務等） 
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第１１条 前条第 1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備 

  を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備 

  を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土 

  地又は排水設備にとって最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。 

 ２ 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、 

  改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 

 ３ 第１項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第２項の規定に

より当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は

維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合に

おいては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 

 ４ 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合において 

  は、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

（使用の開始等の届出） 

第１１条の２  継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者 

  は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期

を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようと

するときも、同様とする。 

 ２ 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３

８号）第２条第２項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１

０５号）第１２条第１項第６号に規定する水質基準対象施設（以下単に「特定施設」という。）の

設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらか

じめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

（水洗便所への改造義務等） 

第１１条の３ 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域

についての第９条第２項において準用する同条第１項の規定により公示された下水の処理を開始

すべき日から３年以内に、その便所を水洗便所（汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以

下同じ。）に改造しなければならない。 

 ２ 建築基準法第３１条第１項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者につい

ては、前項の規定は、適用しない。 

 ３ 公共下水道管理者は、第１項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取 

  便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又

は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場

合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場

合は、この限りでない。 

 ４ 第１項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。 

 ５ 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっ

せん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の

援助に努めるものとする。 
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６ 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあっせん

に努めるものとする。 

（除害施設の設置等） 

第１２条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公

共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を

使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施

設（以下「除害施設」という。）を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることがで

きる。 

２ 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度のも

のであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければな

らない。 

（特定事業場からの下水の排除の制限） 

第１２条の２ 特定施設（政令で定めるものを除く。第１２条の１２、第１８条の２及び第３９条の２

を除き、以下同じ。）を設置する工場又は事業場（以下「特定事業場」という。）から下水を排除して

公共下水道（終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続してい

るものに限る。以下この条、次条、第１２条の５、第１２条の９、第１２条の１１第１項及び第３７

条の２において同じ。）を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への

排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。 

２ 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係る被

害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定 

 めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川 

 その他の公共の水域若しくは海域に放流される水（以下「流域下水道からの放流水」という。）の水 

 質を第８条（第２５条の３０において準用する場合を含む。第４項（第１２条の１１第２項において

準用する場合を含む。）及び第１３条第１項において同じ。）の技術上の基準に適合させるため必要な

限度において定めるものとする。 

３ 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条 

 例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。 

４ 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第８条の技術上の 

 基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義 

 務を課することとならないものでなければならない。 

５ 第３項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業場 

 から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下 

水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。 

６ 第１項及び前項の規定は、１の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者（設置の

工事をしている者を含む。）が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下

水については、当該施設が特定施設となった日から６ヶ月間（当該施設が政令で定める施設である場

合にあっては、１年間）は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は

事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その
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他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第１項及び前項に規定する規制に相当する

ものがあるとき（当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。）は、この限りでない。 

（除害施設の設置等） 

第１２条の１１ 公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水（第１２条の２第１項又は第５ 

 項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を排除して公共下水道 

 を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めるこ 

 とができる。 

１ その水質が第１２条の２第２項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水 

２ その水質（第１２条の２第２項の政令で定める物質に係るものを除く。）が政令で定める基準に従

い条例で定める基準に適合しない下水 

２ 第１２条の２第４項の規定は、前項の条例について準用する。 

（排水設備等の検査） 

第１３条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下

水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第８条の技術上の基準に適合させるた

めに必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、

特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に

立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと 

きは、これを提示しなければならない。 

３ 第 1項の規定により立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（損傷負担金） 

第１８条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施

設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその

全部又は一部を負担させることができる。 

（工事負担金） 

第１９条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することがで

きる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となったときは、その必

要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させること

ができる。 

（使用料） 

第２０条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴

収することができる。 

（行為の制限等） 

第２４条 次に掲げる行為（政令で定める軽微な行為を除く。）をしようとする者は、条例で定めると

ころにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更（条例で定

める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 

（１）公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、 

  若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること（第１０条第１項の規定により排水設 
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  備を当該部分に固着して設ける場合を除く。）。 

（２）公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設ける 

こと。 

（３）公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること（第１０条第１

項の規定により排水設備を設ける場合を除く。）。 

２ 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを

得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しな

ければならない。 

３ 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、次に掲げる場合を除 

き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 

（１）排水施設を固着して設けるとき 

（２）あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。 

（３）次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定

めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設けるとき。 

  イ 同意水防計画で定める水防管理者（水防法第２条第３項に規定する水防管理者をいう。）又は

量水標管理者（同法第１０条第３項に規定する量水標管理者をいう。）が設置する量水標等（同

法第２条第７項に規定する量水標等をいう。） 

  ロ 国、地方公共団体、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する

認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線 

  ハ 国、地方公共団体、熱供給事業法（昭和４７年法律第８８号）第２条第３項に規定する熱供給

事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換器 

（条例で規定する事項） 

第２５条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関   

 し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。 

 

第２節 浸水被害対策区域における特別の措置  

（排水設備の技術上の基準に関する特例） 

第２５条の２ 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域（排水区域のうち、都市機能が相当程度集積し、 

著しい浸水被害が発生するおそれがある区域であって、当該区域における土地利用の状況からみて、

公共下水道の整備のみによっては浸水被害の防止を図ることが困難であると認められるものとして

公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める区域をいう。以下同じ。）において浸水被害の

防止を図るためには、排水設備（雨水を排除するためのものに限る。）が、第１０条第３項の政令で

定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機

能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上

の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術

上の基準を定めることができる。 

 

 



第７章 参 考 資 料 

参－７ 

第４章 雑 則 

（公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等） 

第３８条 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当

する者に対し、この法律の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更

し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。 

（１）この法律（第１１条の３第１項及び第１２条の９第１項（第２５条の３０第１項において準用 

する場合を含む。）の規定を除く。）又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している

者 

（２）この法律の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 

（３）偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者 

 

第５章 罰 則 

第４４条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又

は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、５年以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処する。 

２ みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よって下水の排除を妨害した

者は、２年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第４５条 第１２条の５（第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。）若しくは第３７条の

２の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第３８条第１項若しくは第

２項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した

場合には、当該違反行為をした者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第４８条 第１１条の３第３項又は第４項の規定による命令に違反した者は、３０万円以下の罰金に処

する。 

    

附 則（抄） 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年をこえない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

 （下水道法の廃止） 

第２条 下水道法（明治３３年法律第３２号。以下「旧法」という。）は、廃止する。 

 

下水道法施行令（抄） 

（排水設備の設置及び構造の技術上の基準） 

第８条 法第１０条第３項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 

 １ 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道の

ますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。 

 ２ 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。 

 ３ 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度
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のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その

他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

 ４ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除 

  する構造とすること。 

 ５ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、１００分の１以上とすること。 

 ６ 排水管の内径及び排水渠の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるとこ

ろにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 

 ７ 汚水（冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この

条において同じ。）を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用

に供する建築物内においては、この限りでない。 

 ８ 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。 

  イ もっぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所 

  ロ 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、

この限りでない。 

  ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の１２０倍をこえない範囲内において管渠の清掃上適当

な箇所 

 ９ ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉するこ

とができるふた）を設けること。 

１０ ますの底には、もっぱら雨水を排除すべきますにあっては深さが１５cm以上のどろためを、その

他のますにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設ける

こと。 

１１ 汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないよう

にするための措置が講ぜられていること。 

（公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準） 

第１７条 法第２４条第２項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 

 １ 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。 

  イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは

公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべ

き排水施設に設けること。 

  ロ 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール

（合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。）の壁のできるだけ

底に近い箇所に設けること。 

  ハ 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の排水渠の開  渠

である構造の部分（以下この条において「開渠部分」という。）、ます又はマンホールの壁（ます

のどろための部分の壁を除く。）に設けること。 

  ニ 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（以下この条において「流入施設」とい

う。）以外のものは、公共下水道の開渠部分の壁の上端より上に（当該部分を縦断するときは、

その上端から２．５ｍ以上の高さに）、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水
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管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排

除に支障を及ぼすおそれが少いときは、この限りでない。 

ホ 公共下水道の開渠部分の壁の上端から２.５ｍ未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に

支障がない程度に他の物件と離れていること。 

２ 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。 

イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件 

 の構造に支障を及ぼさないものであること。 

ロ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排 

除する構造とすること。 

ハ 流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠部分に突出し、又はこれを横断し、若しく  

は縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最

少限度のものとする措置が講ぜられていること。 

  ニ 汚水（冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。）を排

除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建築物

内においては、この限りでない。 

ホ 流入施設、建築基準法第４２条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法（昭   

和２６年法律第１８５号）第２条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のも

ので、公共下水道の開渠部分の壁の上端から２.５ｍ未満の高さで当該部分に突出し、又はこれ

を横断するものの幅は、１．５ｍを超えないこと。 

 ３ 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 

  イ 公共下水道の管渠を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時

期及び方法を選ぶこと。 

  ロ 流入施設は、公共下水道の開渠部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとと

もに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。 

ハ 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠部分の壁に設けるときは、その設けた箇所か 

らの漏水を防止する措置を講ずること。 

  ニ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を

及ぼすおそれがないこと。 

 ４ 流入施設から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の排除に

支障を及ぼさないものであること。 

 ５ 下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。 

 ６ 法第１２条第１項又は法第１２条の１１第１項の規定による条例の規定により除害施設を設け

なければならないときは、当該施設を設けること。 

  

附 則（抄） 

（施行期日） 

1 この政令は、法の施行の日（昭和３４年４月２３日）から施行する。 
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京都市公共下水道事業条例 

 

昭和 12 年 4 月 8 日条例第 13号（制定） 

平成 31 年 3 月 28 日第 115 号（最終改正） 

  目次 

第１章 総則（第１条～第１条の３） 

第２章 公共下水道の構造等（第１条の４・第１条の５） 

第３章 排水設備（第２条～第９条） 

第４章 公共下水道の管理及び使用（第１０条～第１４条） 

第５章 使用料（第１５条～第２２条） 

第６章 雑則（第２３条～第２６条） 

附則 

第１章 総則 

（公共下水道事業の設置） 

第１条 家庭汚水、工場廃液、雨水その他の下水を処理し、環境衛生の向上を図るため、公共下水道事

業を設置する。 

（経営の基本） 

第１条の２ 公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の

福祉を増進するように運営するものとする。 

第１条の３ 公共下水道（公共下水道事業により設置する公共下水道をいう。以下同じ。）は、次に定

める計画に従って整備し、及び拡充する。 

（１）区域計画 東山山ろく以西、天神川以東、北山山ろく以南、府道中山稲荷線以北の地区及び伏見

区の一部から下水処理区域の拡充を図り、逐次本市の全域（特定環境保全公共下水道事業により設置

する公共下水道の処理区域を除く。）に及ぼすものとする。 

（２） 施設計画 前号の区域計画に即応して、下水処理場及び下水管渠
きょ

等施設の整備及び築造を行う。 

第２章 公共下水道の構造等 

（公共下水道の構造の基準） 

第１条の４ 下水道法（以下「法」という。）第７条第２項に規定する公共下水道の構造の技術上の基

準は、下水道法施行令（以下「令」という。）第５条の８から第５条の１１までに定めるところによ

る。 

（終末処理場の維持管理） 

第１条の５ 法第２１条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、令第１３条各号に定めるところ

により行うものとする。 

第３章 排水設備 

（排水設備の接続方法等） 

第２条 排水設備を公共下水道に接続するときは、次の定めるところによらなければならない。 

（１）合流式の公共下水道の排水区域内においては、取付管に接続すること。ただし、管理者が土地の

状況その他によりやむを得ないと認めるときは、他の排水設備又は公共下水道の取付管以外の排水
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施設に接続することができる。 

（２）分流式の公共下水道の排水区域内においては、前号の規定の例により、取付管又は他の排水設備

若しくは公共下水道の取付管以外の排水施設（以下「取付管等」という。）に接続すること。この

場合において、当該取付管等は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべき取付管等、

雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき取付管等でなければならない。 

（３）前２号の規定により排水設備を取付管に接続するときは、排水設備と取付管との接続箇所には、

ます又はマンホールを設けること。 

（排水設備の排水管の内径等） 

第３条 排水設備の排水管の内径及び排水設備の排水渠
きょ

の断面積は、次の各号の定めるところによらな

ければならない。 

（１）雨水又は雨水を含む下水を排除すべきものにあっては、次の表に定めるとおりとすること。ただ

し、１の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が３メート

ル以下のものの内径は、７５ミリメートルとすることができる。 

排水面積（単位 平方メート

ル） 

排水管の内径（単位 ミリメ

ートル） 
排水渠

きょ

の断面積 

２００未満 １００ 排水面積の区分に応じ、中欄に掲げる内径

の排水管と同程度以上の流下能力のある断

面積 
２００以上６００未満 １５０ 

６００以上１，２００未満 ２００ 

１，２００以上 ２５０以上 

（２）汚水のみを排除すべきものにあっては、次の表に定めるとおりとすること。ただし、１の建築物 

から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が３メートル以下のものの内径は、７５ミリ 

メートルとすることができる。 

排水人口（単位 人） 排水管の内径（単位 ミリメ

ートル） 
排水渠

きょ

の断面積 

１５０未満 １００ 排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる内径

の排水管と同程度以上の流下能力のある断

面積 
１５０以上３００未満 １５０ 

３００以上６００未満 ２００ 

６００以上 ２５０以上 

２ 土地、建物の利用状況により前項第１号本文又は同項第２号本文の規定によることが適当でないと

管理者が認めるときは、これらの規定にかかわらず、排水設備の排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積は、 

管理者が決定する。 

（排水設備の設置及び構造） 

第４条 管理者は、排水設備がその設置及び構造に係る技術上の基準(以下「設置等基準」という。)に

適合しているかどうかについて、認定する。 

（排水設備工事） 

第５条 排水設備の新設、増設、改造、撤去又は修繕の工事（以下「排水設備工事」という。）をしよ

うとする者（請負契約によるものにあっては、注文者）は、工事着手前に、当該排水設備工事に係る

排水設備の計画が設置等基準に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、管
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理者の確認を受け、指定期限内に当該工事をしゅん工しなければならない。ただし、管理者の定める

軽易な修繕工事については、この限りでない。 

２ 排水設備工事の設計及び施行は、管理者又は管理者の指定する者（以下「指定下水道工事業者」と

いう。）でなければ行うことができない。 

３ 指定下水道工事業者は、排水設備工事（管理者が定める軽易な修繕工事を除く。）をしゅん工した

ときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければな

らない。この場合において、当該検査に要する費用は、管理者が定めるところにより、指定下水道工

事業者がこれを負担しなければならない。 

（排水設備工事の費用等） 

第６条 排水設備工事（管理者が施行するものに限る。以下同じ。）の費用は、当該排水設備工事をし

ようとする者の負担とする。 

２ 排水設備工事の費用を負担する者は、当該排水設備工事に着手する前に、管理者が定める概算額を

納入しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、管理者が特にやむを得ない事情があると認めるときは、排水設備工事（管

理者が指定するものに限る。）の費用を負担する者は、前項の概算額を分割して納入することができ

る。 

４ 前２項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他管理者が指定する者は、排水設備工事のしゅ

ん工後３０日を超えない範囲内で管理者が定める期限内に当該排水設備工事の費用を納入しなけれ

ばならない。 

（指定下水道工事業者） 

第７条 指定下水道工事業者に関し、その指定、指定の取消し等必要な事項は、管理者が定める。 

（排水設備の清掃） 

第８条 排水設備の清掃の申込みがあったときは、管理者は、排水設備の清掃を行なうことがある。こ

の場合に要する費用は、管理者の定めるところにより、その申込者の負担とする。 

（排水設備の無償修繕） 

第９条 管理者は、排水設備が完成後１年以内に損傷したときは、無償で修繕する。ただし、排水設備

設置義務者もしくは使用者（第１５条に規定する使用者をいう。）の故意、過失または第三者の加害

により損傷したと認めたときは、この限りでない。 

第４章 公共下水道の管理及び使用 

（汚水の排除の届出） 

第１０条 公共下水道の排水区域内において、汚水を公共下水道に排除しようとする者は、管理者の定

めるところにより、その旨を届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は汚水の排除をや

めようとするときも、同様とする。 

２ 前項前段の規定による届出をした後に、公共下水道の管理に特別の費用を要する水質の汚水で管理

者が定めるもの（以下「特別汚水」という。）を排除することとなった者は、管理者の定めるところ

により、その旨を届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は特別汚水の排除をやめたと

きも、同様とする。 
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（特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準） 

第１１条 法第１２条の２第３項の規定による特定事業場（同条第１項に規定する特定事業場をいう。）

から排除される下水（排出量が１日につき１，０００立方メートル以下のものを除く。）の水質の基

準は、令第９条の５第１項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 

（除害施設の設置等） 

第１１条の２ 次の各号に掲げる下水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第

５項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して公共下水

道に排除する者は、下水による障害を除去するために必要な施設（以下「除害施設」という。）を設

け、又は必要な措置をしなければならない。 

（１）令第９条第１項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に掲げる水質の下水 

（２）令第９条の１０各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基準に適合しない水

質の下水 

（３） 令第９条の１１第１項各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に掲げる水質に適

合しない水質の下水（第１号に掲げる下水を除く。） 

２ 前項の規定は、同項に規定する下水のうち管理者が定めるものについては、適用しない。 

３ 第１項に規定する下水を継続して公共下水道に排除する者は、同項の規定により除害施設を設け、

又は必要な措置をしようとするときは、管理者の定めるところにより、あらかじめ、その旨を届け出

なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

（行為の許可） 

第１２条 法第２４条第１項の許可を得ようとするとき、及び許可を得た事項の変更をしようとすると

きの手続は、管理者が定める。 

２ 法第２４条第１項第３号の規定により設置の許可を得た排水施設にかかる工事の設計及び施行並

びに費用の負担については第５条第２項及び第３項並びに第６条第１項及び第２項本文の規定を、当

該排水施設による下水の排除の届出については第１０条の規定をそれぞれ準用する。 

（し尿の排除の制限） 

第１３条 公共下水道へのし尿の排除は、水洗便所によってするときのほか、これをしてはならない。 

（取付管の新設工事等の特例） 

第１４条 供用中の公共下水道の排水区域内において、取付管の新設工事又は取付管の清掃を必要とす

る者は、管理者に申し込まなければならない。この場合において、当該新設工事の費用については第

６条の規定を、当該清掃の費用については第８条の規定をそれぞれ準用する。 

第５章 使用料 

（使用料の納入義務） 

第１５条 公共下水道を使用する者（以下「使用者」という。）は公共下水道への汚水の排除を開始し

た時から、下水道使用料（以下「使用料」という。）を納入しなければならない。 

２ 京都市水道事業条例（以下「水道事業条例」という。）第２条第２号に規定する共用装置（以下「共

用装置」という。）の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納

入する義務を負う。 
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（共用装置の水に係る汚水以外の汚水に係る１月の使用料の額） 

第１６条 共用装置の水に係る汚水以外の汚水に係る１月（定例日（使用者ごとに、あらかじめ管理者

が定める日の毎月の応当日をいう。以下同じ。）の属する月の前月の定例日の翌日から当該定例日ま

での期間をいう。以下同じ。）の使用料の額は、次項に規定する基本使用料の額及び第３項に規定す

る従量使用料の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ １月の基本使用料は、６５０円とする。 

３ １月の従量使用料は、別表第１に掲げるとおりとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、共用装置の水に係る汚水以外の汚水が特別汚水であるときは、当該汚

水に係る同項に規定する使用料の額の３倍に相当する金額以下で、管理者が定める基準により計算し

て得た額を当該使用料に加算する。 

 （共同住宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水に係る１月の使用料の額） 

第１６条の２ 前条の規定にかかわらず、管理者は、共同住宅の２戸以上の住宅において、当該住宅に

居住する者が１の専用装置（水道事業条例第２条第１号に規定する専用装置をいう。以下同じ。）に

より水の供給を受ける場合における共用装置の水に係る汚水以外の汚水に係る１月の使用料の額に

ついて、使用者の申請により、次項に規定する基本使用料の額及び第３項に規定する従量使用料の額

の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とすることができる。この場合において、当該額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ １月の基本使用料は、６５０円に戸数（共同住宅において、当該共同住宅に居住する者が水の供給

を受けている住宅の数をいう。以下同じ。）を乗じて得た額とする。 

３ １月の従量使用料は、別表第２に掲げるとおりとする。 

４ 前条第４項の規定は、共同住宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水が特別汚水であるとき

の使用料の算定について準用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「次条第１項」

と読み替えるものとする。 

（貸与された水道メーターを利用する共同住宅における汚水に係る１月の使用料の額） 

第１６条の３ 水道事業条例第９条第２項の規定により管理者が貸与した水道メーターを利用する共

同住宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水（専用装置の水に係る汚水を除く。）に係る１月

の使用料の額については、第１６条第１項の規定を準用する。 

２ 前２条の規定にかかわらず、前項の共同住宅における専用装置の水に係る汚水に係る１月の使用料

の額については、水道事業条例第１５条の３第２項の規定により計算して得た水量について、管理者

が定めるところにより計算して得た額とする。 

３ 第１６条第４項の規定は、第１項の共同住宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水が特別汚

水であるときの使用料の算定について準用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「第

１６条の３第１項及び第２項」と読み替えるものとする。 

 （共用装置の水に係る汚水に係る１月の使用料の額） 

第１６条の４ 共用装置の水に係る汚水に係る１月の使用料の額は、次項に規定する基本使用料の額及

び第３項に規定する従量使用料の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 
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２ １月の基本使用料は、８３円に使用者数を乗じて得た額とする。 

３ １月の従量使用料は、別表第３に掲げるとおりとする。 

４ 第１６条第４項の規定は、共用装置の水に係る汚水が特別汚水であるときの使用料の算定について

準用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「第１６条の４第１項」と読み替えるも

のとする。 

 （汚水排出量の認定等） 

第１７条 水道の水に係る汚水（以下「水道汚水」という。）は、水道事業条例第１６条第１項の規定

により決定した水道の水に係る使用水量をもってその汚水排出量とみなす。 

２ 井戸汚水等（水道汚水及び手動式井戸の水に係る汚水以外の汚水をいう。以下同じ。）は、水道の

水及び手動式井戸の水以外の水に係る使用水量（揚水量を含む。）をもってその汚水排出量とみなす。 

３ 前項に規定する使用水量は、次条第１項の計測のための装置その他の方法により管理者が認定する。 

４ 第１項または第２項に規定する使用水量のうち氷雪もしくは氷菓の製造、醸造またはコンクリート

打設その他の公共下水道に排除されないこととなる目的に使用した水量があるときは、その旨を管理

者に申告することができる。この場合において、管理者は、その事実が証明されたときは、第１項ま

たは第２項の規定にかかわらず、第１項または第２項に規定する使用水量と異なる汚水排出量を認定

することがある。 

５ 管理者は、２月（定例日の属する月の前前月の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。以

下同じ。）の汚水排出量の認定を行なうことができる。 

（計測のための装置の設置等） 

第１８条 水道の水及び手動式井戸の水以外の水に係る使用水量を認定するため、管理者は、計測のた

めの装置を設置することがある。この場合において、使用者は、当該装置の設置を拒んではならない。 

２ 使用者は、前項の規定により設置した装置を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

（２月の使用料の額） 

第１９条 管理者は、第１７条第５項の規定により２月の汚水排出量の認定を行う場合は、当該２月の

使用料の額を算定する。 

２ 第１６条から第１６条の４までの規定は、前項の規定により２月の使用料の額を算定する場合につ

いて準用する。この場合において、第１６条第２項中「６５０円」とあるのは「１，３００円」と、

同条第３項中「別表第１」とあるのは「別表第４」と、第１６条の２第２項中「６５０円」とあるの

は「１，３００円」と、同条第３項中「別表第２」とあるのは「別表第５」と、第１６条の４第２項

中「８３円」とあるのは「１６６円」と、同条第３項中「別表第３」とあるのは「別表第６」と読み

替えるものとする。 

（使用料の額の算定の特例） 

第２０条 使用者が汚水の排除を開始した日から起算して管理者が定める日までの期間又は管理者が

定める日から起算して汚水の排除をやめた日までの期間が１箇月に満たない場合における当該期間

に係る使用料の額は、当該期間を１月とみなして、第１６条から第１６条の４までの規定により算定

する。 

２ １月の中途において、汚水の区分（共用装置の水に係る汚水以外の汚水又は共用装置の水に係る汚

水の別をいう。以下同じ。）に変更があったときの１月に係る使用料の額は、当該１月のうち排除し
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た日数が多い汚水（排除した日数が同じであるときは、変更後の汚水）の属する区分に応じ、第１６

条から第１６条の４までの規定により算定する。 

３ 第１７条第５項の規定により２月の汚水排出量の認定を行うこととしていた使用者について、２月

の中途において汚水の排除をやめたときその他当該認定により難いときの使用料の額は、管理者が定

める基準により算定する。 

第２１条 使用者は、水道料金と合わせて水道汚水に係る使用料を当該水道料金の納入期限内に納入し

なければならない。 

２ 使用者は、管理者が指定した納入期限内に、井戸汚水等に係る使用料を納入しなければならない。 

（使用料の概算額の前納） 

第２２条 公共下水道を臨時に使用する使用者は、管理者がそのつど定める２月分の使用料の概算額を

前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他管理者が認める者については、これを前

納させないことがある。 

２ 使用者が公共下水道の使用をやめたときに納入すべき使用料は、当該使用者に係る前項の概算額に

より精算する。 

第６章 雑則 

（過料） 

第２３条 市長は、使用料の支払を免れようとした者に対して、５０，０００円以下の過料を科するこ

とができる。 

２ 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の支払を免れた者に対して、その支払を免れた金額の

５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円

とする。）以下の過料を科することができる。 

（減免） 

第２４条 管理者は、公益上その他特別の必要があるときは、使用料及び排水設備工事（水洗便所工事

を除く。）の費用を減額し、又は免除することができる。 

２ 管理者は、使用者が口座振替の方法により使用料を納入するときは、当該使用料から１月当たり２

０円に１００分の１１０を乗じて得た額を減額する。 

３ 前項の規定にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により、第２１条各項に規定する納入期限

までに使用料が納入されなかったときは、この限りでない。 

 （免責） 

第２５条 公共下水道の使用の制限その他公共下水道の使用に関し生じた理由により、排水設備設置義

務者または使用者が受けた損害については、市は、賠償の責を負わない。 

（委任） 

第２６条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和３５年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例中使用料（給水条例第２４条に規定する水道料金に対応する水道汚水にかかる使用料を除
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く。）に関する部分の規定は、水道汚水にかかるものについては、昭和３５年１１月１日以後に給水

条例の規定により決定する使用水量に対応する水道汚水の排出量にかかる分（隔月に使用水量を決定

することとしていた使用者については、同年１２月１日以後に給水条例の規定により決定する使用水

量に対応する水道汚水の排出量にかかる分）から、手動式井戸汚水にかかるものについては、この条

例施行の日以後の日がその始期となる一月にかかる分（隔月に手動式井戸汚水の排出量を認定するこ

ととしていた使用者については二月にかかる分）から、その他の汚水にかかるものについては、同年

１１月１日以後に認定するその他の汚水の排出量にかかる分（隔月にその他の汚水の排出量を認定す

ることとしていた使用者については、同年１２月１日以後に認定するその他の汚水の排出量にかかる

分）から、それぞれ適用する。 

（旧条例による手続） 

３ この条例による改正前の京都市下水道条例の規定によって行なった承認、検査その他の処分または

申請その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定により行なったものとみなす。 

（旧条例による使用料） 

４ 昭和３５年１０月３１日以前に給水条例附則第６項の規定に基づき決定する使用水量に対応する

水道汚水の排出量並びに同日以前に認定する井戸汚水及びその他の汚水の排出量にかかる下水道使

用料（隔月に使用水量を決定することとしていた使用者については、同年１１月３０日以前に給水条

例附則第６項の規定に基づき決定する使用水量に対応する水道汚水の排出量並びに隔月にその排出

量を認定することとしていた井戸汚水及びその他の汚水にかかる使用者については、同日以前に認定

する井戸汚水及びその他の汚水の排出量にかかる下水道使用料）については、なお従前の例による。 

（令の規定の引用に関する経過措置） 

５ 第１条の４及び第１条の５の規定の適用に関する経過措置は、令及び令の全部又は一部を改正する

政令の附則に規定する経過措置の例による。 

（検討） 

６ 本市は、第１条の４又は第１条の５の規定において引用する令の規定が改正されたときは、速やか

に、これらの条の規定の改正の要否を検討し、その結果に基づき、本市の区域の実情に応じた基準の

策定に取り組まなければならない。 

附 則（昭和３７年４月２日条例第２号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３７年５月３１日条例第６号） 

この条例は、昭和３７年６月１日から施行し、同日以後にその申込みを受け付けた排水設備工事にか

かる分から適用する。 

附 則（昭和３９年３月２５日条例第３４号） 

この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４１年１２月１６日条例第３５号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和４２年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４３年２月２２日条例第３６号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、昭和４３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例（以下「新条例」という。）第９条の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に排水設備の完成したものから適用する。 

３ この条例中手動式井戸汚水に係る改正規定は、施行日の属する１月に係る分から適用する。 

（委任） 

４ この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 

附 則（昭和４６年１２月１日条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（処理区域以外の排水区域内の使用者に係る使用料についての経過措置） 

２ 処理区域以外の排水区域内の使用者に係る使用料については、当該区域が処理区域となるまでの間

は、この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例（以下「新条例」という。）第１６条（新条

例第１９条第２項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（委任） 

３ この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 

附 則（昭和４８年８月９日条例第１７号） 

（施行期日） 

（略） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５２年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律（昭和５１年法

律第２９号）附則第２条第１項本文に規定する下水を公共下水道に排除している者については、この

条例の施行後６月間（その下水の下水道法施行令の一部を改正する政令（昭和５１年政令第３２０号）

附則第２項に規定する施設を設置する工場または事業場から排除されるものにあっては、１年間）は、

この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例第１１条の２の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（昭和５３年２月２３日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は、市規則で定める。 

（昭和５３年３月９日規則第７３号で昭和５３年４月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に完成した給水装置及び排水設備に係る修繕については、なお従前の例によ

る。 

附 則（昭和５４年１２月１３日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和５５年１２月２５日条例第４２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５６年１月１日から施行する。 

（暫定使用料） 

２ この条例の施行の日から昭和５７年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用

料（以下「使用料」という。）の額の算定については、附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正

後の京都市公共下水道事業条例（以下「改正後の条例」という。）の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。ただし、改正後の条例第１９条第２

項に規定する２月の使用料の額を算定する場合については、改正後の条例第１６条第１項第１号ア中

「使用料の額＝２５０円」とあるのは、 

「（ア） ２月の汚水排出量が１６立方メートル以下（０立方メートルを含む。）の場合 

使用料の額＝３２０円 

（イ） ２月の汚水排出量が１６立方メートルを超え、２０立方メートル以下の場合 

使用料の額＝５００円」 

と読み替えるものとする。 

３ 昭和５７年４月１日から昭和５８年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る使用料の額

の算定については、改正後の条例第１６条第１項第１号ア中「使用料の額＝２５０円」とあるのは、

同項に規定する１月の使用料の額にあっては 

「（ア） １月の汚水排出量が８立方メートル以下（０立方メートルを含む。）の場合 

使用料の額＝２００円 

（イ） １月の汚水排出量が８立方メートルを超え、１０立方メートル以下の場合 

使用料の額＝２５０円」 

と、改正後の条例第１９条第２項に規定する２月の使用料の額にあっては 

「（ア） ２月の汚水排出量が１６立方メートル以下（０立方メートルを含む。）の場合 

使用料の額＝４００円 

（イ） ２月の汚水排出量が１６立方メートルを超え、２０立方メートル以下の場合 

使用料の額＝５００円」 

と読み替えるものとする。 

 

（委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 

附則別表 

条項 読み替えられる字句 読み替える字句 

第１６条第１項第１号ア 使用料の額＝２５０円 （ア）１月の汚水排出量が８立方メートル以下

（０立方メートルを含む。）の場合 

使用料の額＝１６０円 

（イ） １月の汚水排出量が８立方メートルを

超え、１０立方メートル以下の場合 

使用料の額＝２５０円 
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第１６条第１項第１号イ ４５円 ４０円 

第１６条第１項第１号ウ及び

同項第２号ア 

１，１５０円 １，０５０円 

第１６条第１項第１号エ ５，３５０円 ５，２５０円 

第１６条第１項第１号オ ３５，３５０円 ３５，２５０円 

第１６条第１項第２号イ １，７１０円 １，６１０円 

第１９条第２項 ２，３００円 ２，１００円 

１０，７００円 １０，５００円 

７０，７００円 ７０，５００円 

附 則(昭和 61年 3月 27日条例第 48 号) 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

（暫定使用料） 

２ この条例の施行の日から昭和６２年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用

料の額の算定については、次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の京都市公共下水道事業条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１６条第１項第１号ア及び同号イ ３８０円 ３３０円 

第１６条第１項第１号ウ １，６８０円 １，６３０円 

第１６条第１項第１号エ ７，９８０円 ７，９３０円 

第１６条第１項第１号オ ５１，９８０円 ５１，９３０円 

第１６条第１項第２号 １，６８０円 １，６３０円 

第１９条第２項 ３８０円 ３３０円 

７６０円 ６６０円 

１，６８０円 １，６３０円 

３，３６０円 ３，２６０円 

７，９８０円 ７，９３０円 

１５，９６０円 １５，８６０円 

５１，９８０円 ５１，９３０円 

１０３，９６０円 １０３，８６０円 

(委任) 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 

附 則（平成２年３月２９日条例第６０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

（暫定使用料） 

２ この条例の施行の日から平成３年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用料

の額の算定については、次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の京都市公共下水道事業条例
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（以下「改正後の条例」という。）の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

３ 平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用料の

額の算定については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１６条第１項第１号イ ８０円 ７５円 

第１６条第１項第１号ウ ２，０６５円 １，９６５円 

第１６条第１項第１号エ ９，７６５円 ９，６６５円 

第１６条第１項第１号オ ６３，７６５円 ６３，６６５円 

第１６条第１項第２号 ２，０６５円 １，９６５円 

第１９条第２項 ２，０６５円 １，９６５円 

４，１３０円 ３，９３０円 

９，７６５円 ９，６６５円 

１９，５３０円 １９，３３０円 

６３，７６５円 ６３，６６５円 

１２７，５３０円 １２７，３３０円 

（委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 

附 則（平成３年１２月２６日条例第４１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例の規定は、平成４年１０月１日以後に認定する

汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、同日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成７年１０月２６日条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定及び附則第４項の規定は、平成

７年１２月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例（以下「改正後の条例」という。）第１６条及

び第１９条の規定は、平成８年１月１日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用

し、同日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

（暫定使用料） 

３ 平成８年１月１日から平成９年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用料の

額の算定については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第１６条第１項第１号ア及びイ ５９３円 ５３９円 

第１６条第１項第１号ウ ２，６１３円 ２，５５９円 

第１６条第１項第１号エ １２，４８３円 １２，４２９円 

第１６条第１項第１号オ ２８，２８３円 ２８，２２９円 

第１６条第１項第１号カ ８０，１８３円 ８０，１２９円 

第１６条第１項第２号 ２，６１３円 ２，５５９円 

第１９条第２項 ５９３円 ５３９円 

１，１８６円 １，０７８円 

２，６１３円 ２，５５９円 

５，２２６円 ５，１１８円 

１２，４８３円 １２，４２９円 

２４，９６６円 ２４，８５８円 

２８，２８３円 ２８，２２９円 

５６，５６６円 ５６，４５８円 

８０，１８３円 ８０，１２９円 

１６０，３６６円 １６０，２５８円 

（罰則に関する経過措置） 

４ 第２３条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年３月３１日条例第１０６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、

平成９年５月１日（改正後の条例第１７条第５項の規定により２月の汚水排出量の認定を行う場合に

あっては、同年６月１日。以下「適用日」という。）以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料

について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行の日以後に汚水の排除を開始する使用者（改正後の条例第１５条第１項に規定する

使用者をいう。）の汚水排出量で適用日前に認定するものに係る下水道使用料については、前項の規

定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。 

附 則（平成１１年１２月９日条例第３５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成１２年３月２３日条例第５７号） 

（施行期日等） 
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１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成１３年１月１５日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の京都市公共下水道事業条例の規定は、平成１２年１月１５日から適用

する。 

附 則（平成１２年１０月２６日条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年２月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例第１６条から第１６条の３まで、第１９条及び

別表第１から別表第６までの規定は、平成１３年４月１日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使

用料について適用し、同日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１６年３月３１日条例第８１号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日条例第１０８号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、京北町の区域の編入の日（平成１７年４月１日）から施行する。 

附 則（平成２１年３月２６日条例第７２号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、市規則で定める日から施行する。 

（平成２３年３月３１日規則第１４１号で平成２３年４月１日から施行） 

附 則（平成２４年１１月９日条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日条例第９８号）  

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年８月１日から施行する。ただし、第１条中京都市公共下水道事業条例第１

６条の２第１項前段の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定、第１６条の３の改正規定（「８

９円」を「８３円」に改める部分を除く。）、第１９条第２項前段の改正規定、同項後段の改正規定（「第

１６条の３第２項」を「第１６条の４第２項」に改める部分に限る。）、第２０条第１項及び第２項の

改正規定並びに第２条の規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例第１６条第２項、第１６条の２第２項、第１６

条の４第２項、第１９条第２項、第２４条第２項及び第３項並びに別表第１から別表第６までの規定

は、平成２５年１０月１日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、同日前に

認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１７０号）  

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 
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２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例（以下「改正後の条例」という。）第１６条、

第１６条の２及び第１６条の４の規定は、平成２６年５月１日（改正後の条例第１７条第５項の規定

により２月の汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年６月１日。以下「適用日」という。）以

後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る

下水道使用料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第２４条第２項の規定は、適用後日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料を

納入するときに減額する額について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料を納

入するときに減額する額については、なお従前の例による。 

附 則(平成２８年１１月１１日条例第７号) 抄 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

(罰則に関する経過措置) 

１４ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置) 

１５ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又

は管理者が定める。 

附 則(平成３１年３月２８日条例第１１５号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第１０条の改正規定は、同年４月１日

から施行する。 

(適用区分) 

２ この条例による改正後の京都市公共下水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第１６条第１

項、第１６条の２第１項及び第１６条の４第１項の規定は、平成３１年１１月１日(改正後の条例第

１７条第５項の規定により２月の汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年１２月１日。以下「適

用日」という。)以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、適用日前に認定す

る汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第２４条第２項の規定は、適用日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料を納

入するときに減額する額について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料を納入

するときに減額する額については、なお従前の例による。 

別表第１（第１６条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メ

ートルにつき） 

５立方メートルを超え、１０立方メートルまでの部分 円 

１０ 

１０立方メートルを超え、２０立方メートルまでの部分 １１３ 

２０立方メートルを超え、３０立方メートルまでの部分 １１６ 

３０立方メートルを超え、１００立方メートルまでの部分 １６２ 
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１００立方メートルを超え、２００立方メートルまでの部分 １８３ 

２００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの部分 ２０１ 

５００立方メートルを超え、５，０００立方メートルまでの部分 ２１３ 

５，０００立方メートルを超える部分 ２１８ 

公衆浴場業（特殊な営業を行う公衆浴場業を除く。）において汚水を排除する

場合の汚水排出量で３０立方メートルを超える部分 

１５ 

別表第２（第１６条の２関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メ

ートルにつき） 

５立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、１０立方メートルに戸

数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

円 

１０ 

１０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、２０立方メートルに

戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１１３ 

２０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、３０立方メートルに

戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１１６ 

３０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、１００立方メートル

に戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１６２ 

１００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、２００立方メート

ルに戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１８３ 

２００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、５００立方メート

ルに戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

２０１ 

５００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、５，０００立方メ

ートルに戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

２１３ 

５，０００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超える部分 ２１８ 

別表第３（第１６条の４関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メ

ートルにつき） 

８立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、３０立方メートル

に使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

円 

１１ 

３０立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、１００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１６２ 

１００立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、２００立方メ

ートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１８３ 

２００立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、５００立方メ

ートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

２０１ 

５００立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超える部分 ２１３ 

別表第４（第１９条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メー

トルにつき） 

１０立方メートルを超え、２０立方メートルまでの部分 円 

１０ 
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２０立方メートルを超え、４０立方メートルまでの部分 １１３ 

４０立方メートルを超え、６０立方メートルまでの部分 １１６ 

６０立方メートルを超え、２００立方メートルまでの部分 １６２ 

２００立方メートルを超え、４００立方メートルまでの部分 １８３ 

４００立方メートルを超え、１，０００立方メートルまでの部分 ２０１ 

１，０００立方メートルを超え、１０，０００立方メートルまでの部分 ２１３ 

１０，０００立方メートルを超える部分 ２１８ 

公衆浴場業（特殊な営業を行う公衆浴場業を除く。）において汚水を排除する

場合の汚水排出量で６０立方メートルを超える部分 

１５ 

別表第５（第１９条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メ

ートルにつき） 

１０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、２０立方メートルに

戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

円 

１０ 

２０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、４０立方メートルに

戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１１３ 

４０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、６０立方メートルに

戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１１６ 

６０立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、２００立方メートル

に戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１６２ 

２００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、４００立方メート

ルに戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１８３ 

４００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、１，０００立方メ

ートルに戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

２０１ 

１，０００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超え、１０，０００

立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

２１３ 

１０，０００立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超える部分 ２１８ 

別表第６（第１９条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メ

ートルにつき） 

１６立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、６０立方メート

ルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

円 

１１ 

６０立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、２００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１６２ 

２００立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、４００立方メ

ートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

１８３ 

４００立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超え、１，０００立

方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量までの部分 

２０１ 

１，０００立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量を超える部分 ２１３ 
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     京都市公共下水道事業条例施行規程 

 

                  昭和３５年３月３１日水道局管理規程第１３号（制定） 

令和３年１２月２８日 上下水道局管理規程第４号（最終改正） 

（排水設備の計画の確認） 

第１条 京都市公共下水道事業条例（以下「条例」という。）第５条第１項本文の規定により排水設備

計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に図面その他管理者が必要と認め

る書類を添えて、管理者に提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地。以下

同じ。) 

（２）排水設備工事を行う場所 

（３）排水設備工事の種別 

（４）排水管の内径、ますの位置その他の工事概要並びに水洗便所にあっては便器の種類及び数量 

（５）建築物の概要 

（６）条例第５条第２項の規定により指定下水道工事業者が排水設備工事の設計又は施行を行う場合に

あっては、その指定下水道工事業者の氏名及び住所並びに京都市指定下水道工事業者規程第１条の

２第３号に規定する責任技術者 

（７）排水設備工事の着工日及びしゅん工期限 

（８）前各号のほか、管理者が必要と認める事項 

 

 （排水設備工事のしゅん工期限） 

第２条 条例第５条第１項に規定する指定期限は、公共下水道の供用が開始された場合における排水設

備工事については当該供用開始後３月以内とし、その他の排水設備工事についてはその都度指定する。 

２ 前項に規定する指定期限内に排水設備工事をしゅん工できない者は、その理由を明らかにして当該

期限の延長を申請することができる。 

 

 （軽易な修繕工事） 

第３条 条例第５条第１項ただし書及び同条第３項前段に規定する管理者が定める軽易な修繕工事は、

次に掲げるものとする。 

（１）ますの蓋又はマンホールの蓋の据付けまたは取替え 

（２）防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕 

（３）前各号のほか、管理者が認めるもの 

 

 （排水設備の清掃の費用） 

第４条 条例第８条に規定する排水設備の清掃の費用の額は、別に定めるところにより算定した実費額

とする。 

２ 前項の清掃の費用は、清掃完了後３０日以内に納入しなければならない。ただし、排水設備のます

のみの清掃の費用は、清掃後直ちに納入しなければならない。 
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（排水設備の設置義務の免除） 

第４条の２ 管理者は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排出が特にやむを得ないと認められる

場合で、管理者が別に定める要件を満たすときは、下水道法第１０条第１項ただし書に規定する許可

をすることができる。 

  

（汚水の排除等の届出） 

第５条 条例第１０条第１項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を管理者の指定する方法で届け

出ることにより行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）京都市水道事業条例第２条第２号に規定する共用装置（以下「共用装置」という。）の水に係る

汚水を排除しようとする者にあっては、その共用装置に係る届出を行った者又は使用者を代表する

者の氏名及び住所 

（３）排水設備の所在地 

（４）汚水の区分 

（５）ポンプの種別、数量及びその揚水能力 

（６）汚水の排除を開始する予定年月日 

（７）臨時使用の場合にあっては、汚水の排除をやめる予定年月日 

（８）排水設備を使用する業態 

２ 条例第１０条第１項後段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を管理者の指定する方法で届

け出ることにより行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）変更に係る事項並びに当該事項の変更前及び変更後の内容 

（３）変更予定年月日 

３ 条例第１０条第１項後段の規定により汚水の排除をやめようとする場合の届出は、次に掲げる事項

を管理者の指定する方法で届け出ることにより行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）汚水の排除をやめる予定年月日 

 

 （特別汚水） 

第６条 条例第１０条第２項前段に規定する特別汚水（以下「特別汚水」という。）は、次のいずれか

に該当するもの(管理者が定める排水設備から排除されるもの(以下「生活系汚水」という。)を除く。)

とする。 

（１）生物化学的酸素要求量が１リットルにつき５日間に２００ミリグラムを超える汚水 

（２）浮遊物質量が１リットルにつき２００ミリグラムを超える汚水 

２ 管理者は、必要と認めるときは、条例第１０条第１項前段の規定による届出をした者が排除する汚

水が特別汚水に該当するかどうかについて、下水道法施行令(以下「令」という。)第６条第１項後段に

規定する方法により検定を行うものとする。 
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 （特別汚水の届出） 

第６条の２ 条例第１０条第２項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ 

り行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）排水設備の所在地 

（３）汚水の区分 

（４）特別汚水の水質 

（５）特別汚水の排除を開始した年月日 

２ 条例第１０条第２項後段の規定による届出は、次に掲げる事項(特別汚水の排除をやめた旨の届出

にあっては、第４号に掲げる事項を除く。)を記載した書面により行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）排水設備の所在地 

（３）汚水の区分 

（４）変更に係る事項並びに当該事項の変更前及び変更後の内容 

（５）変更した年月日又は汚水の排除をやめた年月日 

（特別汚水の認定） 

第６条の３ 管理者は、条例第１０条第２項の規定による届出（同項後段の規定によるものにあっては、

前条第１項第４号に掲げる事項を変更した場合に限る。）があり、当該届出に係る汚水の水質が、第

６条に規定する特別汚水の基準に該当すると認めるときは、当該汚水が特別汚水であることにつき認

定するものとする。 

２ 前項の規定による認定の有効期間（以下「認定期間」という。）は、３７月を超えない範囲内にお

いて管理者が定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 管理者は、第１項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る特別汚水の水質（以下「認定水

質」という。）及び認定期間を、当該特別汚水を排除することとなった者に通知する。 

４ 認定期間の満了後、認定水質と同じ水質の特別汚水の排除を継続しようとする者は、当該認定期間

の満了の日以前において管理者が指定する日までに、管理者に継続して認定するよう申請しなければ

ならない。 

５ 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出することにより行うものとする。 

（１）申請者の氏名及び住所 

（２）排水設備の所在地 

（３）汚水の区分 

（４）特別汚水の水質 

（５）現に受けている第１項（次項において準用される場合を含む。）の規定による認定の有効期間 

６ 第１項から第３項までの規定は、第４項の申請があった場合について準用する。この場合において、

第１項中「条例第１０条第２項の規定による届出(同項後段の規定によるものにあっては、前条第１

項第４号に掲げる事項を変更した場合に限る。)」とあるのは、「第４項の申請」と、「当該届出」と

あるのは、「当該申請」と読み替える。 
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 （除害施設の設置等を要しない下水） 

第７条 条例第１１条の２第２項に規定する管理者が定める下水は、次の各号に掲げる水質の下水であ

って、その排出量が１日につき２００立方メートル以下のものとする。 

（１）温度                 ４５度以上 

（２）アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素    １リットルにつき３８０ミリグラム以上 

   及び硝酸性窒素含有量         １，２００ミリグラム以下 

（３）水素イオン濃度            水素指数９以上 

（４）生物化学的酸素要求量         １リットルにつき５日間に６００ミリグラム以上 

３，０００ミリグラム以下 

（５）浮遊物質量              １リットルにつき６００ミリグラム以上 

３，０００ミリグラム以下 

（６）よう素消費量             １リットルにつき２２０ミリグラム以上 

（７）窒素含有量              １リットルにつき２４０ミリグラム以上 

１，２００ミリグラム以下 

（８）りん含有量              １リットルにつき３２ミリグラム以上 

１６０ミリグラム以下 

２ 前項に規定するもののほか、条例第１１条の２第２項に規定する管理者が定める下水は、同条第１

項第３号に規定する下水のうち、令第９条の１１第１項第３号ただし書の規定に該当する水質の下水

とする。 

 

 （除害施設の設置等の計画の届出） 

第８条 条例第１１条の２第３項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項（第１号に規定する事項

のみを変更しようとする場合は、同号に限る。）を記載した書面に、管理者が必要と認める書類を添

えて行うものとする。ただし、下水道法第１２条の３各項、同法第１２条の４、同法第１２条の７又

は同法第１２条の８第３項の規定による届出を行った場合は、当該届出により、条例第１１条の２第

３項の規定による届出を行ったものとみなす。 

 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）届出に係る除害施設の概要及び設置場所又は条例第１１条の２第１項に規定する必要な措置の内 

容 

（３）条例第１１条の２第１項に規定する下水の水質及び１日の最大排出量 

（４）除害施設を設け、又は条例第１１条の２第１項に規定する必要な措置を講じた後に公共下水道に

排除する下水の推定される水質 

 

（行為の許可） 

第９条 下水道法第２４条第１項の許可を得ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類

（図面を含む。）を提出しなければならない。 

（１）申請者の住所及び氏名又は名称 
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（２）施設又は工作物その他の物件の概要、設置場所、設置の目的及び設置期間 

（３）前号の物件に係る工事の概要並びに工事の施行者の住所及び氏名又は名称 

（特別放流の届出） 

第１０条 条例第１２条第２項において準用する条例第１０条の規定による下水の排除の届出につい

ては、第５条の規定を準用する。この場合において、第５条第１項第３号及び第８号中「排水設備」

とあるのは「排水施設」と読み替えるものとする。 

（取付管の清掃の費用） 

第１１条 条例第１４条に規定する取付管の清掃の費用については、第４条の規定を準用する。 

（特別汚水に係る使用料の加算額） 

第１２条 条例第１６条第４項（条例第１６条の２第４項、条例第１６条の３第３項及び条例第１６条

の４第４項において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する管理者が定める基準は、次に掲げ

るとおりとする。 

汚水濃度指数 率 

２４０未満 ０．０６３ 

２４０以上４８０未満 ０．１２４ 

４８０以上７２０未満 ０．２４８ 

７２０以上９６０未満 ０．３７２ 

９６０以上１，２００未満 ０．４９６ 

１，２００以上１，４４０未満 ０．６２０ 

１，４４０以上１，６８０未満 ０．７４４ 

１，６８０以上１，９２０未満 ０．８６８ 

１，９２０以上２，１６０未満 ０．９９２ 

２，１６０以上２，４００未満 １．１１６ 

２，４００以上２，６４０未満 １．２４０ 

２，６４０以上２，８８０未満 １．３６４ 

２，８８０以上３，１２０未満 １．４８８ 

３，１２０以上３，３６０未満 １．６１２ 

３，３６０以上３，６００未満 １．７３６ 

３，６００以上３，８４０未満 １．８６０ 
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３，８４０以上４，０８０未満 １．９８４ 

４，０８０以上４，３２０未満 ２．１０８ 

４，３２０以上４，５６０未満 ２．２３２ 

４，５６０以上４，８００未満 ２．３５６ 

４，８００以上５，０４０未満 ２．４８０ 

５，０４０以上５，２８０未満 ２．６０４ 

５，２８０以上５，５２０未満 ２．７２８ 

５，５２０以上５，７６０未満 ２．８５２ 

５，７６０以上 ３．０００ 

（１）汚水の量(条例第１０条第２項に規定する届出(特別汚水の排除をやめた旨の届出を除く。)を行っ

た者が排出する条例第１７条第１項に規定する汚水排出量(同条第４項の規定により、同条第１項の使用

水量と異なる汚水排出量が認定されている場合は、当該異なる汚水排出量)及び同条第２項に規定する汚

水排出量(同条第４項の規定により、同条第２項の使用水量と異なる汚水排出量が認定されている場合は、

当該異なる汚水排出量)の合計量をいう。以下この条において同じ。)が１月当たり７５０立方メートル

未満(同条第５項の認定を行う場合にあっては、２月当たり１，５００立方メートル未満)である場合の

当該汚水の量に係る使用料に加算する額は、零とすること。 

（２）汚水の量が１月当たり７５０立方メートル以上(同条第５項の認定を行う場合にあっては、２月当

たり１，５００立方メートル以上)である場合の当該汚水の量に係る使用料に加算する額は、加算前使用

料額(特別汚水に係る条例第１６条第１項(条例第１６条の３第１項において準用する場合を含む。)に規

定する合計額、条例第１６条の２第１項に規定する合計額若しくは条例第１６条の４第１項に規定する

合計額又は条例第１６条の３第２項に規定する使用料の額(１００分の１１０を乗じる前の額)をいう。)

に特別汚水に係る次の表の左欄に掲げる汚水濃度指数(汚水の濃度を示す数値として、別に定める方法に

より認定水質を基に算定される数値をいう。)の区分に応じ、同表右欄に掲げる率を乗じて得た額に、１

００分の１１０を乗じて得た額とすること。 

２ 前項第２号の規定により得た額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 前２項の規定は、条例第１９条第２項において条例第１６条第４項の規定を準用する場合について

準用する。 

(管理者が貸与した水道メーターを利用する共同住宅における専用装置の水に係る汚水に係る使用料の

額) 

第１２条の２ 条例第１６条の３第２項に規定する１月の使用料の額は、別表第2に掲げる従量使用料

の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。 

２ 前項の規定は、隔月に水道メーターの検針を行う場合の料金の額について準用する。この場合にお

いて、同項中「１月」とあるのは「２月」と、「別表第２」とあるのは「別表第３」と読み替えるもの
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とする。 

（汚水排出量の認定等の単位） 

第１３条 条例第１７条の規定によりみなし、又は認定する汚水排出量は、立方メートルを単位とする。 

（井戸汚水等の排出量の認定） 

第１４条 条例第１７条第３項に規定する使用水量の認定は、計測のための装置によるほか、揚水設備

の能力、その稼働時間、水の使用状態その他を考慮して行う。 

（使用料の納入期限） 

第１５条 条例第２１条第２項に規定する使用料の納入期限は、次の各号に定めるところによる。 

（１）納入通知書により納付する場合は、納入通知書を発送した日から起算して１０日を経過した日と

する。 

（２）地方自治法第２３１条の２の３第１項に規定する指定代理納付者により納付する場合は、納入通

知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信した日から起算して１０日を経過した日とする。 

（３）口座振替による場合は、条例第１６条第１項に規定する定例日の属する月の翌月の１７日とする。

ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する納入期限が、京都市の休日を定める条例第１条第１項に規定する本市の休日に当た

るときは、本市の休日の翌日をもってその期限とする。 

（染色整理業に係る使用料の減額） 

第１６条 管理者は、次の各号に該当すると認めたときは、条例第２４条の規定に基づき、使用料を減

額する。 

（１）染色整理業を営む者で、別に定める申請書を提出した者 

（２）主として、その作業工程で生じた１月の汚水排出量が１００立方メートルを超える者 

（３）使用料を納入期限から２０日以内に納入している者 

（４）下水道法第３７条の２の規定に基づく命令等又は同法第３８条の規定に基づく処分等を受けてい

ない者 

（５）京都市水道事業条例施行規程第１３条第１項第３号に規定する者 

２ 管理者は、前項の規定にかかわらず、同項第３号から第５号までに該当しない場合であっても特に

必要と認めたときは、使用料を減額することがある。 

３ 前２項の規定に基づく減額措置後の１月の使用料の額は、次項に規定する基本使用料の額及び第５

項に規定する従量使用料の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合において

当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

４ １月の基本使用料は、６５０円とする。 

５ １月の従量使用料は、別表第４に掲げるとおりとする。 

６ 第１項及び第３項から前項までの規定は、隔月に汚水排出量の認定を行う場合の使用料の額につい

て準用する。この場合において、第１項の規定中「１月」とあるのは「２月」と、「１００立方メー

トル」とあるのは「２００立方メートル」と、第３項の規定中「１月」とあるのは「２月」と、第４

項の規定中「１月」とあるのは「２月」と、「６５０円」とあるのは「１，３００円」と、前項の規

定中「１月」とあるのは「２月」と、「別表第４」とあるのは「別表第５」と読み替えるものとする。 
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附 則 

１ この規程は、昭和３５年１０月１日から施行する。 

２ この規程中第６条及び第１２条から第１５条までの規定は、使用料に関しては、条例附則第２項の

規定に基づき同条例の使用料に関する部分の規定の適用を受けるべき分から適用する。 

附 則（昭和３７年４月２日水道局管理規程第１号） 抄 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３９年４月１日水道局管理規程第１号） 抄 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３９年１１月２７日水道局管理規程第９号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和３９年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和４１年１２月２６日水道局管理規程第１７号） 

この規程は、昭和４２年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４３年３月２８日水道局管理規程第１１号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和４３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４５年１１月１２日水道局管理規程第５号） 

この規程は、昭和４５年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年１月２１日水道局管理規程第１０号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４６年１２月２７日水道局管理規程第１０号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年４月１日上下水道事業管理規程第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。 

附 則（昭和５２年３月２４日上下水道事業管理規程第２１号） 

（施行期日） 

この規程は、昭和５２年５月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年１２月２７日上下水道事業管理規程第９号） 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和５６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。 

附 則（昭和５６年１月２４日上下水道事業管理規程第１１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年３月２７日上下水道事業管理規程第８号） 
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（施行期日） 

１ この規程は、昭和６１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。 

附 則（平成２年３月２９日上下水道事業管理規程第１５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。 

附 則（平成３年１２月２６日上下水道事業管理規程第１０号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程の規定は、平成４年１０月１日以後に

認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、同日前に認定する汚水排出量に係る下水道

使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成７年１０月２６日上下水道事業管理規程第６号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程（以下「改正後の規程」という。）第

１２条及び第１６条の規定は、平成８年１月１日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料につ

いて適用し、同日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

（染色整理業に係る暫定使用料） 

３ 平成８年１月１日から平成８年１２月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用料

の額の算定については、次の表の左欄に掲げる改正後の規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１６条第３項第１号 １２，４８３円 １２，４２９円 

１２５円 ９８円 

第１６条第３項第２号 ６２，４８３円 ５１，６２９円 

１５６円 １２２円 

第１６条第４項 １２，４８３円 １２，４２９円 

２４，９６６円 ２４，８５８円 

６２，４８３円 ５１，６２９円 

１２４，９６６円 １０３，２５８円 

４ 平成９年１月１日から平成９年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用料の
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額の算定については、次の表の左欄に掲げる改正後の規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１６条第３項第１号 １２，４８３円 １２，４２９円 

第１６条第３項第２号 ６２，４８３円 ６２，４２９円 

第１６条第４項 １２，４８３円 １２，４２９円 

２４，９６６円 ２４，８５８円 

６２，４８３円 ６２，４２９円 

１２４，９６６円 １２４，８５８円 

附 則（平成９年３月３１日上下水道事業管理規程第１９号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程（以下「改正後の規程」という。）第

１６条第３項の規定は、平成９年５月１日（隔月に汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年６

月１日。以下「適用日」という。）以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、

適用日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

３ この規程の施行の日以後に汚水の排除を開始する使用者の汚水排出量で適用日前に認定するもの

に係る下水道使用料については、前項の規定にかかわらず、改正後の規程第１６条第３項の規定を適

用する。 

附 則（平成９年１２月１８日上下水道事業管理規程第６号） 

この規程は、平成１０年１月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１月１４日上下水道事業管理規程第１７号） 

この規程は、平成１２年１月１５日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２日上下水道事業管理規程第１９号） 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年２月１日上下水道事業管理規程第１８号） 

１ この規程は、平成１３年２月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程（以下「改正後の規程」という。）第

１６条第３項の規定は、平成１３年４月１日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について

適用し、同日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

（染色整理業に係る暫定使用料） 

３ 平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの間に認定する汚水排出量に係る下水道使用

料の額の算定については、次の表の左欄に掲げる改正後の規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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別表第２中 １４８ １２５ 

１８５ １５６ 

別表第３中 １４８ １２５ 

１８５ １５６ 

附 則（平成１３年８月１日上下水道事業管理規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日上下水道事業管理規程第１３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程（以下「改正後の規程」という。）第

６条及び第６条の２並びに第１２条の規定は平成１４年４月１日以後に届出をする特別汚水の排除

の届出、特別汚水の水質の認定及び認定期間及び通知並びに特別汚水に係る加算額について適用し、

適用日以前に届出をする特別汚水の排除の届出、特別汚水の水質の認定及び特別汚水に係る加算額に

ついては、なお、従前の例による。 

（特別汚水に係る経過措置） 

３ 改正後の規程の適用日以前に特別汚水の排除の届出をしている者は、適用日に改正後の規程第６条

の規定に基づく届出をしたものとみなす。 

４ 前号の規定により特別汚水の排除の届出をしたとみなした者については、改正後の規程第６条第３

項及び第５項の規定は適用せず、なお、従前の例による。 

５ 第３号の規定により特別汚水の排除の届出をしたとみなした者については、改正後の規程第６条の

２第１項の規定の全てを「条例第１０条第２項の規定により特別汚水の排除の届出をした者は、前条

の規定により排除する特別汚水の水質について管理者が認定し、その特別汚水の排除を継続する場合

に、特別汚水の認定水質について、継続認定を申請することができる。」と読み替えるものとする。 

６ 改正後の規程第６条第３項の規定にかかわらず、第３号の規定により特別汚水の排除の届出をした

とみなされた者が、改正後の規程第６条第６項の規定により第６条第４項第６号の変更の届出をした

場合又は第６条の２第１項の規定により特別汚水の認定水質について継続認定を申請した場合、当該

申請者の第３号の規定による届出に対する特別汚水の水質の認定期間は、新たに水質を認定する期間

の開始日の前日に終了したものとみなす。 

附 則（平成１５年３月３１日上下水道事業管理規程第１６号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年４月１日上下水道企業管理規程第１３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１日上下水道企業管理規程第１０号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年６月３０日上下水道局管理規程第４号） 

この規程は、平成２０年７月１日から施行する。 



第７章  参 考 資 料 

参－３８ 

附 則（平成２５年３月２９日上下水道局管理規程第１８号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年７月３１日上下水道局管理規程第７号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２５年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程第１５条、第１６条第４項及び第６項

並びに別表第２、別表第３、別表第６及び別表第７の規定は、平成２５年１０月１日以後に決定する

汚水排出量（別表第２及び別表第３にあっては、京都市水道事業条例第１５条の３第２項の規定によ

り計算して得た水量とする。以下この項において同じ。）に係る使用料について適用し、同日前に認

定する汚水排出量に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月３１日上下水道局管理規程第２０号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程第１２条、第１２条の２及び第１６条

第３項の規定は、平成２６年５月１日（隔月に汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年６月１

日。以下「適用日」という。）以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、適用

日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年３月３１日上下水道局管理規程第２０号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則(平成３１年３月２９日上下水道局管理規程第１５号) 

(施行期日) 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年１０月１日

から施行する。 

(適用区分) 

２ 第２条の規定による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)

第１２条第１項の規定は、令和元年１１月１日(京都市公共下水道事業条例第１７条第５項の規定により

２月の汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年１２月１日。以下「適用日」という。)以後に認定

する汚水排出量に係る特別汚水に係る使用料の加算額について適用し、適用日前に認定する汚水排出量

に係る特別汚水に係る使用料の加算額については、なお従前の例による。 

３ 改正後の規程第１２条の２第１項の規定は、適用日以後に認定する汚水排出量に係る使用料につい

て適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る使用料については、なお従前の例による。 

４ 改正後の規程第１６条第３項の規定は、適用日以後に認定する汚水排出量に係る減額措置後の使用

料について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る減額措置後の使用料については、なお従前の

例による。 
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附 則(令和３年１２月２８日上下水道局管理規程第４号) 

この規程は、令和４年１月４日から施行する。 

 

別表第１ 削除 

別表第２（第１２条の２関係） 

京都市水道事業条例第１５条の３第２項の規定により計算して得た水量 従量使用料（１立方メー

トルにつき） 

１ １０立方メートルに京都市水道事業条例第１５条の３第１項に規定する

共同住宅において水の供給を受けている使用者の数（以下「使用者数」と

いう。）を乗じて得た水量から同条第２項第１号又は第２号に規定する合

計した水量のうちいずれか大きい水量（以下「選択された水量」という。）

を控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合

には、零とする。） 

円 

１０ 

２ １の項の規定により計算して得た水量を超え、２０立方メートルに使用者

数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部分

（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１１３ 

３ ２の項の規定により計算して得た水量を超え、３０立方メートルに使用者

数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部分

（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１１６ 

４ ３の項の規定により計算して得た水量を超え、１００立方メートルに使用

者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部

分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１６２ 

５ ４の項の規定により計算して得た水量を超え、２００立方メートルに使用

者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部

分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１８３ 

６ ５の項の規定により計算して得た水量を超え、５００立方メートルに使用

者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部

分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

２０１ 

７ ６の項の規定により計算して得た水量を超え、５，０００立方メートルに

使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量まで

の部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

２１３ 

８ ７の項の規定により計算して得た水量を超える部分 ２１８ 

別表第３（第１２条の２関係） 

京都市水道事業条例第１５条の３第２項の規定により計算して得た水量 従量使用料（１立方メー

トルにつき） 

１ ２０立方メートルに京都市水道事業条例第１５条の３第１項に規定する 円 
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共同住宅において水の供給を受けている使用者の数（以下「使用者数」と

いう。）を乗じて得た水量から同条第２項第１号又は第２号に規定する合

計した水量のうちいずれか大きい水量（以下「選択された水量」という。）

を控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合

には、零とする。） 

１０ 

２ １の項の規定により計算して得た水量を超え、４０立方メートルに使用者

数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部分

（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１１３ 

３ ２の項の規定により計算して得た水量を超え、６０立方メートルに使用者

数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部分

（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１１６ 

４ ３の項の規定により計算して得た水量を超え、２００立方メートルに使用

者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部

分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１６２ 

５ ４の項の規定により計算して得た水量を超え、４００立方メートルに使用

者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量までの部

分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

１８３ 

６ ５の項の規定により計算して得た水量を超え、１，０００立方メートルに

使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量まで

の部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

２０１ 

７ ６の項の規定により計算して得た水量を超え、１０，０００立方メートル

に使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して得た水量ま

での部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合には、零とする。） 

２１３ 

８ ７の項の規定により計算して得た水量を超える部分 ２１８ 

別表第４（第１６条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メートルにつき） 

５立方メートルを超え、１０立方メートルまでの部分 円 

１０ 

１０立方メートルを超え、２０立方メートルまでの部分 １１３ 

２０立方メートルを超え、３０立方メートルまでの部分 １１６ 

３０立方メートルを超え、１００立方メートルまでの部分 １６２ 

１００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの部

分 

１４３ 

５００立方メートルを超える部分 １８０ 
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別表第５（第１６条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メートルにつき） 

１０立方メートルを超え、２０立方メートルまでの部分 円 

１０ 

２０立方メートルを超え、４０立方メートルまでの部分 １１３ 

４０立方メートルを超え、６０立方メートルまでの部分 １１６ 

６０立方メートルを超え、２００立方メートルまでの部分 １６２ 

２００立方メートルを超え、１，０００立方メートルまで

の部分 

１４３ 

１，０００立方メートルを超える部分 １８０ 
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京都市特定環境保全公共下水道事業条例 

 

平成 17 年 3 月 25 日 条例第 108 号（制定） 

平成 31 年 3 月 28 日 条例第 116 号（最終改正） 

目次 

第 1章 総則(第 1条～第 3条) 

第 2 章 特定環境保全公共下水道の構造等(第 3条の 2・第 3条の 3) 

第 3 章 排水設備(第 4条～第 8条) 

第 4 章 特定環境保全公共下水道の管理及び使用(第 9条～第 14条) 

第 5 章 使用料等(第 15 条～第 27条) 

第 6 章 雑則(第 28 条・第 29条) 

第 7 章 罰則(第 30 条) 

附則 

第 1章 総則 

(特定環境保全公共下水道事業の設置) 

第 1 条 本市の山間地域における下水(雨水を除く。以下同じ。)を処理し、もって当該地域の生活環境 

の改善を図るため、特定環境保全公共下水道事業を設置する。 

2 特定環境保全公共下水道(特定環境保全公共下水道事業により設置する公共下水道をいう。以下同 

じ。)の名称は、次のとおりとする。 

(1) 北部地域特定環境保全公共下水道(以下「北部地域下水道」という。) 

(2) 京北特定環境保全公共下水道(以下「京北下水道」という。) 

(経営の基本) 

第 1 条の 2 特定環境保全公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営するものとする。 

(計画) 

第 2 条 特定環境保全公共下水道は、次に定める計画に従って整備する。 

(1) 区域計画 下水道法(以下「法」という。)第 4条第 1項に基づく事業計画で定める区域とする。 

(2) 施設計画 前号の区域計画に即応して、特定環境保全公共下水道の施設の整備及び築造を行う。 

(用語) 

第 3 条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

第 2章 特定環境保全公共下水道の構造等 

(公共下水道の構造の基準) 

第 3 条の 2 法第 7条第 2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(以下「令」

という。)第 5条の 8から第 5条の 11 までに定めるところによる。 

(終末処理場の維持管理) 

第 3 条の 3 法第 21 条第 2 項の規定による終末処理場の維持管理は、令第 13 条各号に定めるところに

より行うものとする。 
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第 3章 排水設備 

(排水設備の接続方法) 

第 4 条 排水設備は、特定環境保全公共下水道のます(以下「公共ます」という。)に接続しなければな

らない。ただし、管理者が土地の状況その他の理由によりやむを得ないと認めるときは、他の排水設備

又は公共ます以外の特定環境保全公共下水道の排水施設に接続することができる。 

(排水設備の排水管の内径等) 

第 5 条 排水設備の排水管の内径及び排水渠
き ょ

の断面積は、別表第 1に掲げる基準に適合するものでなけ

ればならない。ただし、1 の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が 3 メート

ル以下のものの内径は、75 ミリメートルとすることができる。 

2 前項の規定にかかわらず、管理者が土地の状況その他の理由により同項本文の規定によることが適

当でないと認める場合の排水設備の排水管の内径及び排水渠
き ょ

の断面積は、その都度管理者が定める。 

(排水設備の設置及び構造) 

第 6 条 管理者は、排水設備がその設置及び構造に係る技術上の基準(以下「設置等基準」という。)に

適合しているかどうかについて、認定する。 

(排水設備工事) 

第 7 条 排水設備の新設、増設、改造、撤去又は修繕の工事(以下「排水設備工事」という。)をしよう

とする者(請負契約によるものにあっては、注文者)は、工事着手前に、当該排水設備工事に係る排水設

備の計画が設置等基準に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確

認を受け、指定期限内に当該工事をしゅん工しなければならない。ただし、管理者が定める軽易な修繕

工事については、この限りでない。 

2 排水設備工事の設計及び施行は、管理者又は指定下水道工事業者(京都市公共下水道事業条例第 5条

第 2項に規定する指定下水道工事業者をいう。以下同じ。)でなければ行うことができない。 

3 指定下水道工事業者は、排水設備工事(管理者が定める軽易な修繕工事を除く。)がしゅん工したと

きは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならな

い。この場合において、当該検査に要する費用は、管理者が定めるところにより、指定下水道工事業者

がこれを負担しなければならない。 

4 管理者は、前項前段の規定による検査をした場合において、当該検査に係る排水設備の設置及び構

造が設置等基準に適合していると認めるときは、その旨を同項前段の規定による届出をした指定下水道

工事業者に通知しなければならない。 

(排水設備の清掃) 

第 8 条 管理者は、排水設備の清掃を必要とする者から申込みがあったときは、当該排水設備の清掃を

行うことができる。この場合において、当該申込みをした者は、当該清掃に要する実費を納入しなけれ

ばならない。 

第 4章 特定環境保全公共下水道の管理及び使用 

(汚水の排除等の届出) 

第 9 条 汚水を特定環境保全公共下水道に排除しようとする者は、管理者が定めるところにより、その

旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は汚水の排除をやめようとするとき

も、同様とする。 
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2 前項前段の規定による届出をした後に、特定環境保全公共下水道の管理に特別の費用を要する水質

の汚水で管理者が定めるもの(以下「特別汚水」という。)を排除することとなった者は、管理者が定め

るところにより、その旨を届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は特別汚水の排除をや

めたときも、同様とする。 

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準) 

第 10 条 法第 12 条の 2第 3項の規定による特定事業場(同条第 1項に規定する特定事業場をいう。)か

ら排除される下水(排出量が 1 日につき 1，000 立方メートル以下のものを除く。)の水質の基準は、令

第 9条の 5第 1項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 

(除害施設の設置等) 

第 11 条 次に掲げる下水(水洗便所から排除される汚水及び法第 12 条の 2 第 1 項又は第 5 項の規定に

より公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して特定環境保全公共下水道

に排除する者は、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又

は必要な措置を講じなければならない。 

(1) 令第 9条第 1項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に掲げる水質の下水 

(2) 令第 9条の 10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基準に適合しない水質

の下水 

(3) 令第 9条の 11第 1 項各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に掲げる水質に適合し

ない水質の下水(第 1号に掲げる下水を除く。) 

2 前項の規定は、同項の下水のうち管理者が定めるものについては、適用しない。 

3 第 1 項の下水を継続して特定環境保全公共下水道に排除する者は、同項の規定により除害施設を設

け、又は必要な措置を講じようとするときは、あらかじめ、管理者が定めるところにより、その旨を管

理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

(行為の許可等) 

第 12条 法第 24条第 1項の規定による許可を受けようとする者及び許可を受けた事項を変更しようと

する者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。 

2 法第 24 条第 1 項の規定による許可を受けて設置される同項第 3 号に規定する排水施設(以下「許可

排水施設」という。)に係る工事の設計及び施行については第 7 条第 2 項から第 4 項までの規定を、許

可排水施設による下水の排除の届出については第 9条の規定を準用する。 

(し尿の排除の制限) 

第 13 条 特定環境保全公共下水道へのし尿の排除は、水洗便所によらなければならない。 

(公共ます等の清掃等) 

第 14 条 公共ます、宅地内に設置されるポンプ施設又は取付管の清掃又は追加の工事を必要とする者

は、管理者に申し込まなければならない。この場合において、当該申込みをした者は、当該清掃又は追

加の工事に要する費用を負担しなければならない。 

第 5章 使用料等 

(使用料の納入義務) 

第 15 条 特定環境保全公共下水道を使用する者(以下「使用者」という。)は、特定環境保全公共下水

道への汚水の排除を開始した時から、下水道使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならな
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い。 

2 京都市水道事業条例(以下「水道事業条例」という。)第 2条第 2号に規定する共用装置(以下「共用

装置」という。)の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納入す

る義務を負う。 

(1 月の使用料の額) 

第 16 条 共用装置の水に係る汚水以外の汚水に係る 1 月(定例日(使用者ごとに、あらかじめ管理者が

定める日の毎月の応当日をいう。以下同じ。)の属する月の前月の定例日の翌日から当該定例日までの

期間をいう。以下同じ。)の使用料の額は、次項に規定する基本使用料の額及び第 3 項に規定する従量

使用料の額の合計額に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に 1円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。 

2 1 月の基本使用料は、650 円とする。 

3 1 月の従量使用料は、別表第 2に掲げるとおりとする。 

4 第 1 項の規定にかかわらず、共用装置の水に係る汚水以外の汚水が特別汚水であるときは、当該汚

水に係る同項に規定する使用料の額の 3倍に相当する金額以下で、管理者が定める基準により計算して

得た額を当該使用料に加算する。 

第 17 条 前条の規定にかかわらず、管理者は、共同住宅の 2 戸以上の住宅において、当該住宅に居住

する者が 1の専用装置(水道事業条例第 2条第 1号に規定する専用装置をいう。以下同じ。)により水の

供給を受ける場合における共用装置の水に係る汚水以外の汚水に係る 1月の使用料の額について、使用

者の申請により、次項に規定する基本使用料の額及び第 3 項に規定する従量使用料の額の合計額に 100

分の 110 を乗じて得た額とすることができる。この場合において、当該額に 1円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。 

2 1 月の基本使用料は、650 円に戸数(共同住宅において、当該共同住宅に居住する者が水の供給を受

けている住宅の数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。 

3 1 月の従量使用料は、別表第 3に掲げるとおりとする。 

4 前条第 4 項の規定は、共同住宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水が特別汚水であるとき

の使用料の算定について準用する。この場合において、同項中「第 1 項」とあるのは、「次条第 1 項」

と読み替えるものとする。 

第17条の2 水道事業条例第9条第2項の規定により管理者が貸与した水道メーターを利用する共同住

宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水(専用装置の水に係る汚水を除く。)に係る 1月の使用料

の額については、第 16 条第 1項の規定を準用する。 

2 前 2 条の規定にかかわらず、前項の共同住宅における専用装置の水に係る汚水に係る 1 月の使用料

の額については、水道事業条例第 15 条の 3 第 2 項の規定により計算して得た水量について、管理者が

定めるところにより計算して得た額とする。 

3 第 16 条第 4項の規定は、第 1項の共同住宅における共用装置の水に係る汚水以外の汚水が特別汚水

であるときの使用料の算定について準用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「第 17

条の 2第 1項及び第 2項」と読み替えるものとする。 

第 18 条 共用装置の水に係る汚水に係る 1月の使用料の額は、次項に規定する基本使用料の額及び第 3

項に規定する従量使用料の額の合計額に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。この場合において、当該
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額に 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

2 1 月の基本使用料は、83 円に使用者数を乗じて得た額とする。 

3 1 月の従量使用料は、別表第 4に掲げるとおりとする。 

4 第 16 条第 4項の規定は、共用装置の水に係る汚水が特別汚水であるときの使用料の算定について準

用する。この場合において、同項中「第 1項」とあるのは、「第 18 条第 1項」と読み替えるものとする。 

第 19 条及び第 20 条 削除 

(汚水排出量の認定等) 

第 21 条 水道の水に係る汚水(以下「水道汚水」という。)は、水道事業条例第 16条第 1項の規定によ

り決定した水道の水に係る使用水量をもってその汚水排出量とみなす。 

2 井戸汚水等(水道汚水及び手動式井戸の水に係る汚水以外の汚水をいう。以下同じ。)は、水道の水

及び手動式井戸の水以外の水に係る使用水量(揚水量を含む。)をもってその汚水排出量とみなす。 

3 前項の使用水量は、次条第 1項の計測のための装置その他の方法により管理者が認定する。 

4 使用者は、第 1 項又は第 2 項の使用水量のうち氷雪若しくは氷菓の製造、醸造又はコンクリートの

打設その他の特定環境保全公共下水道に排除されないこととなる目的に使用した水量があるときは、そ

の旨を管理者に申告することができる。この場合において、管理者は、その事実が証明されたときは、

第 1項又は第 2項の規定にかかわらず、第 1項又は第 2項の使用水量と異なる汚水排出量を認定するこ

とができる。 

5 管理者は、2 月(定例日の属する月の前々月の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。以下

同じ。)の汚水排出量の認定を行うことができる。 

(計測のための装置の設置等) 

第 22 条 管理者は、水道の水及び手動式井戸の水以外の水に係る使用水量を認定するため、計測のた

めの装置を設置することができる。この場合において、使用者は、当該装置の設置を拒んではならない。 

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって、前項の規定により設置した装置を保管しなければならな

い。 

(2 月の使用料の額) 

第 23 条 管理者は、第 21 条第 5項の規定により 2月の汚水排出量の認定を行う場合は、当該 2月の使

用料の額を算定する。 

2 第 16 条から第 18 条までの規定は、前項の規定により 2 月の使用料の額を算定する場合について準

用する。この場合において、第 16条第 2項中「650 円」とあるのは「1，300 円」と、同条第 3項中「別

表第 2」とあるのは「別表第 5」と、第 17 条第 2 項中「650 円」とあるのは「1，300 円」と、同条第 3

項中「別表第 3」とあるのは「別表第 6」と、第 18 条第 2項中「83 円」とあるのは「166 円」と、同条

第 3項中「別表第 4」とあるのは「別表第 7」と読み替えるものとする。 

(使用料の額の算定の特例) 

第 24 条 使用者が汚水の排除を開始した日から起算して管理者が定める日までの期間又は管理者が定

める日から起算して使用者が汚水の排除をやめた日までの期間が1箇月に満たない場合における当該期

間に係る使用料の額は、当該期間を 1月とみなして、第 16 条から第 18 条までの規定により算定する。 

2 1 月の中途において、汚水の区分(共用装置の水に係る汚水以外の汚水又は共用装置の水に係る汚水

の別をいう。以下同じ。)に変更があったときの 1 月に係る使用料の額は、当該 1 月のうち排除した日
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数が多い汚水の区分(排除した日数が同じであるときは、変更後の汚水の区分)に応じ、第 16 条から第

18 条までの規定により算定する。 

3 第 21 条第 5 項の規定により 2 月の汚水排出量の認定を行うこととしていた使用者について、2 月の

中途において汚水の排除をやめたときその他当該認定により難いときの使用料の額は、管理者が定める

基準により算定する。 

(使用料の納期等) 

第 25 条 使用者は、水道汚水に係る使用料を、水道料金と併せて当該水道料金の納入期限内に納入し

なければならない。 

2 使用者は、井戸汚水等に係る使用料を、管理者が指定する納入期限内に納入しなければならない。 

(使用料の概算額の前納) 

第 26 条 特定環境保全公共下水道の臨時使用(工事その他の理由によりあらかじめ6箇月以内の期間を

定めて使用することをいう。)に係る使用者は、管理者がその都度定める 2 月分の使用料の概算額を前

納しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他管理者が認める者については、この限りでな

い。 

2 前項の使用者が汚水の排除をやめたときに納入すべき使用料は、当該使用者に係る前項の概算額に

より精算する。 

(分担金) 

第 27条 排水設備又は許可排水施設を新設しようとする者(当該排水設備又は許可排水施設を既存の公

共ます又は他の排水設備若しくは許可排水施設に接続する者を除く。)は、1件につき次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に掲げる額の分担金を納入しなければならない。 

(1) 北部地域下水道 270，000 円 

(2) 京北下水道 480，000 円 

2 分担金は、管理者が定めるところにより、管理者が指定した期限内に納入しなければならない。 

3 既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでな

い。 

第 6章 雑則 

(減免) 

第 28 条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、第 14 条後段の規定により負担させる費用、使

用料又は分担金を減額し、又は免除することができる。 

2 管理者は、使用者が口座振替の方法により使用料を納入するときは、当該使用料から 1 月当たり 20

円に 100 分の 110 を乗じて得た額を減額する。 

3 前項の規定にかかわらず、使用者の責めに帰すべき理由により第 25 条各項に規定する納入期限まで

に使用料が納入されなかったときは、この限りでない。 

(委任) 

第 29 条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

第 7章 罰則 

(過料) 

第 30 条 市長は、使用料の支払を免れようとした者に対して、50，000 円以下の過料を科することがで
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きる。 

2 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の支払を免れた者に対して、その支払を免れた金額の 5

倍に相当する金額(当該 5 倍に相当する金額が 50，000 円を超えないときは、50，000 円とする。)以下

の過料を科することができる。 

附 則 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、京北町の区域の編入の日(平成 17年 4月 1 日)から施行する。 

(京北町の区域の編入に伴う経過措置) 

2 京北町の区域の編入の際現に旧京北町下水道条例(以下「旧町条例」という。)第 13 条の規定による

届出をし、又は旧町条例第 14 条の規定による許可を受けて旧京北町特定環境保全公共下水道施設の設

置及び管理に関する条例第 1条に規定する京北町特定環境保全公共下水道(以下「旧町施設」という。)

に汚水を排除している者は、第 9条第 1項前段の規定による届出をしたものとみなす。 

3 前項に規定するもののほか、旧町条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例の

相当規定によってしたものとみなす。 

4 第 15 条、第 19条から第 22条まで、第 24条及び第 25 条の規定にかかわらず、この条例の施行の日

(以下「施行日」という。)前に旧町施設にした汚水の排除に係る使用料であって、この条例の施行の際

旧町条例第 17条の規定による手続がされていないものについては、施行日以後も、旧町条例第 16 条か

ら第 19 条までの規定の例により徴収する。この場合における第 28 条又は第 30 条の規定の適用につい

ては、これらの規定中「使用料」とあるのは、「旧京北町下水道条例の規定の例により徴収する使用料」

とする。 

5 施行日前に旧町条例第 17条の規定による手続がされた使用料については、施行日以後も、旧町条例

の規定の例により徴収する。 

6 第 21 条第 1項から第 3項までの規定にかかわらず、京北下水道に井戸汚水等を排出する者について

は、当分の間、管理者が定めるところにより算定した水量をもって、その者に係る汚水排出量とみなす。

この場合において、同条第 4 項中「第 1 項又は第 2 項」とあるのは「附則第 6 項」と、「使用水量」と

あるのは「水量」とする。 

7 施行日前に旧京北町下水道事業分担金徴収条例の規定により徴収することとされた分担金について

は、施行日以後も、同条例の規定の例により徴収する。 

8 施行日前にした旧町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、施行日以後も、旧

町条例の例による。 

9 附則第 2 項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が

定める。 

(北部地域下水道に関する経過措置) 

10 第 21 条第 1 項から第 3 項までの規定にかかわらず、北部地域下水道に井戸汚水等を排出する者に

ついては、当分の間、管理者が定めるところにより算定した水量をもって、その者に係る汚水排出量と

みなす。この場合において、同条第 4項中「第 1項又は第 2項」とあるのは「附則第 10 項」と、「使用

水量」とあるのは「水量」とする。 
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(令の規定の引用に関する経過措置) 

11 第 3 条の 2及び第 3 条の 3の規定の適用に関する経過措置は、令及び令の全部又は一部を改正する

政令の附則に規定する経過措置の例による。 

(検討) 

12 本市は、第 3 条の 2又は第 3 条の 3の規定において引用する令の規定が改正されたときは、速やか

に、これらの条の規定の改正の要否を検討し、その結果に基づき、本市の区域の実情に応じた基準の策

定に取り組まなければならない。 

附 則(平成 21年 3月 26日条例第 72 号) 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。 

(平成 23年 3月 31 日規則第 141 号で平成 23年 4月 1 日から施行) 

(経過措置) 

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。 

附 則(平成 24年 11 月 9日条例第 24 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 29日条例第 98 号) 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 25 年 8 月 1 日から施行する。ただし、第 1 条中京都市公共下水道事業条例第 16

条の 2第 1項前段の改正規定、同条の次に 1条を加える改正規定、第 16 条の 3の改正規定(「89 円」を

「83円」に改める部分を除く。)、第 19条第 2項前段の改正規定、同項後段の改正規定(「第 16 条の 3

第 2 項」を「第 16 条の 4 第 2 項」に改める部分に限る。)、第 20 条第 1 項及び第 2 項の改正規定並び

に第 2条の規定は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 25日条例第 171 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 26 年 4月 1 日から施行する。 

(適用区分) 

2 この条例による改正後の京都市特定環境保全公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の第

16 条、第 17条及び第 18条から第 20 条までの規定は、平成 26年 5月 1日(改正後の条例第 21条第 5項

の規定により 2月の汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年 6月 1日。以下「適用日」という。)

以後に認定する汚水排出量に係る使用料について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る使用料

については、なお従前の例による。 

附 則(平成 28年 11 月 11 日条例第 7号) 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 29 年 4月 1 日から施行する。 

(水道の使用水量の決定に関する経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第 1 条第 2 号の規定による廃止前の京都市地域

水道の管理に関する条例(以下「旧地域水道管理条例」という。)又は同条第 3号の規定による廃止前の

京都市京北地域水道の管理に関する条例(以下「旧京北地域水道管理条例」という。)の規定により給水
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を受けた者(以下「旧地域水道使用者」という。)の水道の使用水量については、施行日前の期間は第 3

条の規定による改正前の京都市水道事業条例(以下「旧水道事業条例」という。)の規定により給水を受

けたものとみなして、同条の規定による改正後の京都市水道事業条例(以下「新水道事業条例」という。)

の規定により決定する。 

(特定環境保全公共下水道の使用料の額の算定に関する経過措置) 

11 施行日前に特定環境保全公共下水道に汚水を排除した者が納入すべき使用料の額(施行日以後最初

に認定する汚水排出量に係るものに限る。)は、第 10 条の規定による改正前の京都市特定環境保全公共

下水道条例(以下「旧特環下水道条例」という。)の規定の例により算定した額と同条の規定による改正

後の京都市特定環境保全公共下水道事業条例(以下「新特環下水道事業条例」という。)の規定により算

定した額とのいずれか低い額とする。 

(特定環境保全公共下水道の使用料の減免に関する経過措置) 

12 新特環下水道事業条例第 28 条第 2 項及び第 3 項の規定は、施行日以後に認定する汚水排出量に係

る使用料を納入するときに減額する額について適用し、施行日前に認定する汚水排出量に係る使用料を

納入するときに減額する額については、適用しない。 

(料金等の徴収等に関する経過措置) 

13 施行日前に旧地域水道管理条例、旧京北地域水道管理条例及び旧特環下水道条例の規定又はこれに

基づく処分により納入しなければならないこととされた料金その他の金銭であって、この条例の施行の

際未納であるものについては、管理者が徴収し、減額し、又は免除するものとする。 

(罰則に関する経過措置) 

14 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置) 

15 附則第 2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は

管理者が定める。 

附 則(平成 31年 3月 28日条例第 116 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 31 年 10 月 1 日から施行する。ただし、第 9 条の改正規定は、同年 4 月 1 日から

施行する。 

(適用区分) 

2 この条例による改正後の京都市特定環境保全公共下水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)

第 16 条第 1 項、第 17 条第 1 項及び第 18 条第 1 項の規定は、平成 31 年 11 月 1 日(改正後の条例第 21

条第 5項の規定により 2月の汚水排出量の認定を行う場合にあっては、同年 12月 1日。以下「適用日」

という。)以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料について適用し、適用日前に認定する汚水排

出量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。 

3 改正後の条例第 28 条第 2項の規定は、適用日以後に認定する汚水排出量に係る下水道使用料を納入

するときに減額する額について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る下水道使用料を納入する

ときに減額する額については、なお従前の例による。 
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別表第 1(第 5条関係) 

排水人口 排水管の内径 排水渠
きょ

の断面積 

150 人未満 100 ミリメートル以上 排水人口の区分に応じ、中欄に掲

げる内径の排水管と同程度以上

の流下能力のある断面積 
150 人以上 300 人未満 125 ミリメートル以上 

300 人以上 500 人未満 150 ミリメートル以上 

500 人以上 200 ミリメートル以上 

別表第 2(第 16条関係) 

汚水排出量 従量使用料(1立方メートルにつき) 

5 立方メートルを超え、10 立方メートルまでの部分 円 

10 

10 立方メートルを超え、20 立方メートルまでの部分 113 

20 立方メートルを超え、30 立方メートルまでの部分 116 

30 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの部

分 

162 

100 立方メートルを超え、200 立方メートルまでの部

分 

183 

200 立方メートルを超え、500 立方メートルまでの部

分 

201 

500 立方メートルを超え、5，000 立方メートルまで

の部分 

213 

5，000 立方メートルを超える部分 218 

公衆浴場業(特殊な営業を行う公衆浴場業を除く。)

において汚水を排除する場合の汚水排出量で 30 立

方メートルを超える部分 

15 

別表第 3(第 17条関係) 

汚水排出量 従量使用料(1立方メートルにつき) 

5 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、10 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

までの部分 

円 

10 

10立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、20 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

までの部分 

113 

20立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、30 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

までの部分 

116 

30立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、100 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出

量までの部分 

162 

100 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を

超え、200 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排

出量までの部分 

183 
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200 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を

超え、500 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排

出量までの部分 

201 

500 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を

超え、5，000立方メートルに戸数を乗じて得た汚水

排出量までの部分 

213 

5，000 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

を超える部分 

218 

別表第 4(第 18条関係) 

汚水排出量 従量使用料(1立方メートルにつき) 

8 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量

を超え、30 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚

水排出量までの部分 

円 

11 

30立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量

を超え、100 立方メートルに使用者数を乗じて得た

汚水排出量までの部分 

162 

100 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出

量を超え、200 立方メートルに使用者数を乗じて得

た汚水排出量までの部分 

183 

200 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出

量を超え、500 立方メートルに使用者数を乗じて得

た汚水排出量までの部分 

201 

500 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出

量を超える部分 

213 

別表第 5(第 23条関係) 

汚水排出量 従量使用料(1立方メートルにつき) 

10 立方メートルを超え、20 立方メートルまでの部分 円 

10 

20 立方メートルを超え、40 立方メートルまでの部分 113 

40 立方メートルを超え、60 立方メートルまでの部分 116 

60 立方メートルを超え、200 立方メートルまでの部

分 

162 

200 立方メートルを超え、400 立方メートルまでの部

分 

183 

400 立方メートルを超え、1，000 立方メートルまで

の部分 

201 

1，000 立方メートルを超え、10，000 立方メートル

までの部分 

213 

10，000 立方メートルを超える部分 218 

公衆浴場業(特殊な営業を行う公衆浴場業を除く。)

において汚水を排除する場合の汚水排出量で 60 立

方メートルを超える部分 

15 
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別表第 6(第 23条関係) 

汚水排出量 従量使用料(1立方メートルにつき) 

10立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、20 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

までの部分 

円 

10 

20立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、40 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

までの部分 

113 

40立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、60 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

までの部分 

116 

60立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を超

え、200 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出

量までの部分 

162 

200 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を

超え、400 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排

出量までの部分 

183 

400 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量を

超え、1，000立方メートルに戸数を乗じて得た汚水

排出量までの部分 

201 

1，000 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出量

を超え、10，000 立方メートルに戸数を乗じて得た

汚水排出量までの部分 

213 

10，000 立方メートルに戸数を乗じて得た汚水排出

量を超える部分 

218 

別表第 7(第 23条関係) 

汚水排出量 従量使用料(1立方メートルにつき) 

16立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量

を超え、60 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚

水排出量までの部分 

円 

11 

60立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出量

を超え、200 立方メートルに使用者数を乗じて得た

汚水排出量までの部分 

162 

200 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出

量を超え、400 立方メートルに使用者数を乗じて得

た汚水排出量までの部分 

183 

400 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排出

量を超え、1，000 立方メートルに使用者数を乗じて

得た汚水排出量までの部分 

201 

1，000 立方メートルに使用者数を乗じて得た汚水排

出量を超える部分 

213 
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京都市特定環境保全公共下水道事業条例施行規程 

 

平成２９年３月３１日 京都市上下水道局管理規程第２１号（制定） 

令和３年１２月２８日 京都市上下水道局管理規程第５号（最終改正） 

 

（用語） 

第１条 この規程において使用する用語は、京都市特定環境保全公共下水道事業条例（以

下「条例」という。）において使用する用語の例による。 

（排水設備の計画の確認） 

第２条 条例第７条第１項本文の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した書類に図面その他管理者が必要と認める書類を添えて、管理者

に提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の

所在地。以下同じ。） 

（２）排水設備工事を行う場所 

（３）排水設備工事の種別 

（４）排水管の内径、ますの位置その他の工事概要並びに水洗便所にあっては便器の種類

及び数量 

（５）建築物の概要 

（６）条例第７条第２項の規定により指定下水道工事業者が排水設備工事の設計又は施行

を行う場合にあっては、その指定下水道工事業者の氏名及び住所並びに京都市指定下水道

工事業者規程第１条の２第３号に規定する責任技術者 

（７）排水設備工事の着工日及びしゅん工期限 

（８）前各号のほか、管理者が定める事項 

（排水設備工事のしゅん工期限） 

第３条 条例第７条第１項本文に規定する指定期限は、特定環境保全公共下水道の供用が

開始された場合における排水設備工事については当該供用開始後３月以内とし、その他の

排水設備工事についてはその都度指定する。 

２ 前項に規定する指定期限内に排水設備工事をしゅん工できない者は、その理由を明らか

にして当該期限の延長を申請することができる。 

（軽易な修繕工事） 

第４条 条例第７条第１項ただし書及び同条第３項前段に規定する管理者が定める軽易な

修繕工事は、次に掲げるものとする。 

（１）ますの蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替え 

（２）防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕 

（３）前各号のほか、管理者が認めるもの 
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（排水設備の清掃の費用） 

第５条 条例第８条後段に規定する排水設備の清掃の費用の額は、別に定めるところによ

り算定した実費額とする。 

２ 前項の清掃の費用は、清掃完了後３０日以内に納入しなければならない。ただし、排

水設備のます（管理者が設置したものを除く。）のみの清掃の費用は、清掃後直ちに納入

しなければならない。 

（排水設備の設置義務の免除） 

第６条 管理者は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排出が特にやむを得ないと認

められる場合で、管理者が別に定める要件を満たすときは、下水道法第１０条第１項ただ

し書に規定する許可をすることができる。 

（汚水の排除等の届出） 

第７条 条例第９条第１項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を管理者の指定する

方法で届け出ることにより行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）京都市水道事業条例第２条第２号に規定する共用装置（以下「共用装置」という。）

の水に係る汚水を排除しようとする者にあっては、その共用装置に係る届出を行った者又

は使用者を代表する者の氏名及び住所 

（３）排水設備の所在地 

（４）汚水の区分 

（５）ポンプの種別、数量及びその揚水能力 

（６）汚水の排除を開始する予定年月日 

（７）臨時使用の場合にあっては、汚水の排除をやめる予定年月日 

（８）排水設備を使用する業態 

２ 条例第９条第１項後段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を管理者の指定す

る方法で届け出ることにより行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）変更に係る事項並びに当該事項の変更前及び変更後の内容 

（３）変更予定年月日 

３ 条例第９条第１項後段の規定により汚水の排除をやめようとする場合の届出は、次に掲

げる事項を管理者の指定する方法で届け出ることにより行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）汚水の排除をやめる予定年月日 

（特別汚水） 

第８条 条例第９条第２項前段に規定する特別汚水（以下「特別汚水」という。）は、次

のいずれかに該当するもの(管理者が定める排水設備から排除されるもの(以下「生活系汚

水」という。)を除く。)とする。 
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（１）生物化学的酸素要求量が１リットルにつき５日間に２００ミリグラムを超える汚水 

（２）浮遊物質量が１リットルにつき２００ミリグラムを超える汚水 

２ 管理者は、必要と認めるときは、条例第９条第１項前段の規定による届出をした者が

排除する汚水が特別汚水に該当するかどうかについて、下水道法施行令(以下「令」という。)

第６条第１項後段に規定する方法により検定を行うものとする。 

（特別汚水の届出） 

第９条 条例第９条第２項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面によ

り行うものとする。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）排水設備の所在地 

（３）汚水の区分 

（４）特別汚水の水質 

（５）特別汚水の排除を開始した年月日 

２ 条例第９条第２項後段の規定による届出は、次に掲げる事項（特別汚水の排除をやめ

た旨の届出にあっては、第４号に掲げる事項を除く。）を記載した書面により行うものと

する。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）排水設備の所在地 

（３）汚水の区分 

（４）変更に係る事項並びに当該事項の変更前及び変更後の内容 

（５）変更した年月日又は汚水の排除をやめた年月日 

（特別汚水の認定） 

第１０条 管理者は、条例第９条第２項の規定による届出（同項後段の規定によるものに

あっては、前条第１項第４号に掲げる事項を変更した場合に限る。）があり、当該届出に

係る汚水の水質が、第８条に規定する特別汚水の基準に該当すると認めるときは、当該汚

水が特別汚水であることにつき認定するものとする。 

２ 前項の規定による認定の有効期間（以下「認定期間」という。）は、３７月を超えな

い範囲内において管理者が定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでな

い。 

３ 管理者は、第１項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る特別汚水の水質（以

下「認定水質」という。）及び認定期間を、当該特別汚水を排除することとなった者に通

知する。 

４ 認定期間の満了後、認定水質と同じ水質の特別汚水の排除を継続しようとする者は、

当該認定期間の満了の日以前において管理者が指定する日までに、管理者に継続して認定

するよう申請しなければならない。 

５ 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出することにより行う
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ものとする。 

（１）申請者の氏名及び住所 

（２）排水設備の所在地 

（３）汚水の区分 

（４）特別汚水の水質 

（５）現に受けている第１項（次項において準用される場合を含む。）の規定による認定

の有効期間 

６ 第１項から第３項までの規定は、第４項の申請があった場合について準用する。この

場合において、第１項中「条例第9条第2項の規定による届出(同項後段の規定によるものに

あっては、前条第１項第４号に掲げる事項を変更した場合に限る。)」とあるのは、「第４

項の申請」と、「当該届出」とあるのは「当該申請」と読み替える。 

（除害施設の設置等を要しない下水） 

第１１条 条例第１１条第２項に規定する管理者が定める下水は、次の各号に掲げる水質

の下水であって、その排出量が１日につき２００立方メートル以下のものとする。 

（１）温度 ４５度以上 

（２）アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき３８０ミ

リグラム以上１，２００ミリグラム以下 

（３）水素イオン濃度 水素指数９以上 

（４）生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に６００ミリグラム以上３，０００

ミリグラム以下 

（５）浮遊物質量 １リットルにつき６００ミリグラム以上３，０００ミリグラム以下 

（６）よう素消費量 １リットルにつき２２０ミリグラム以上 

（７）窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム以上１，２００ミリグラム以下 

（８）りん含有量 １リットルにつき３２ミリグラム以上１６０ミリグラム以下 

２ 前項に規定するもののほか、条例第１１条第２項に規定する管理者が定める下水は、

同条第１項第３号に規定する下水のうち、令第９条の１１第１項第３号ただし書の規定に

該当する水質の下水とする。 

（除害施設の設置等の計画の届出） 

第１２条 条例第１１条第３項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項（第１号に規

定する事項のみを変更しようとする場合は、同号に限る。）を記載した書面に、管理者が

必要と認める書類を添えて行うものとする。ただし、下水道法第１２条の３各項、同法第

１２条の４、同法第１２条の７又は同法第１２条の８第３項の規定による届出を行った場

合は、当該届出により、条例第１１条第３項の規定による届出を行ったものとみなす。 

（１）届出者の氏名及び住所 

（２）届出に係る除害施設の概要及び設置場所又は条例第１１条第１項に規定する必要な

措置の内容 
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（３）条例第１１条第１項に規定する下水の水質及び１日の最大排出量 

（４）除害施設を設け、又は条例第１１条第１項に規定する必要な措置を講じた後に特定

環境保全公共下水道に排除する下水の推定される水質 

（行為の許可） 

第１３条 下水道法第２４条第１項の許可を得ようとする者は、次の各号に掲げる事項を

記載した書類（図面を含む。）を提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名及び住所 

（２）施設又は工作物その他の物件の概要、設置場所、設置の目的及び設置期間 

（３）前号の物件に係る工事の概要並びに工事の施行者の氏名及び住所 

（特別放流の届出） 

第１４条 条例第１２条第２項において準用する条例第９条の規定による下水の排除の届

出については、第７条の規定を準用する。この場合において、第７条第１項第３号及び第

８号中「排水設備」とあるのは「排水施設」と読み替えるものとする。 

（特別汚水に係る使用料の加算額） 

第１５条 条例第１６条第４項（条例第１７条第４項、条例第１７条の２第３項及び条例

第１８条第４項において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する管理者が定める基

準は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 汚水の量(条例第９条第２項に規定する届出(特別汚水の排除をやめた旨の届出を

除く。)を行った者が排出する条例第２１条第１項に規定する汚水排出量(同条第４項の規

定により、同条第１項の使用水量と異なる汚水排出量が認定されている場合は、当該異な

る汚水排出量)及び同条第２項に規定する汚水排出量(同条第４項の規定により、同条第２

項の使用水量と異なる汚水排出量が認定されている場合は、当該異なる汚水排出量)の合計

量をいう。以下この条において同じ。)が１月当たり７５０立方メートル未満(同条第５項

の認定を行う場合にあっては、２月当たり１，５００立方メートル未満)である場合の当該

汚水の量に係る使用料に加算する額は、零とすること。 

（２） 汚水の量が１月当たり７５０立方メートル以上(同条第５項の認定を行う場合にあ

っては、２月当たり１，５００立方メートル以上)である場合の当該汚水の量に係る使用料

に加算する額は、加算前使用料額(特別汚水に係る条例第１６条第１項(条例第１７条の２

第１項において準用する場合を含む。)に規定する合計額、条例第１７条第１項に規定する

合計額若しくは条例第１８条第１項に規定する合計額又は条例第１７条の２第２項に規定

する使用料の額(１００分の１１０を乗じる前の額)をいう。)に特別汚水に係る次の表の左

欄に掲げる汚水濃度指数(汚水の濃度を示す数値として、別に定める方法により認定水質を

基に算定される数値をいう。)の区分に応じ、同表右欄に掲げる率を乗じて得た額に、１０

０分の１１０を乗じて得た額とすること。 

汚水濃度指数 率 

２４０未満  ０．０６３ 
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２４０以上４８０未満  ０．１２４ 

４８０以上７２０未満  ０．２４８ 

７２０以上９６０未満  ０．３７２ 

９６０以上１、２００未満  ０．４９６ 

１，２００以上１，４４０未満  ０．６２０ 

１，４４０以上１，６８０未満  ０．７４４ 

１，６８０以上１，９２０未満  ０．８６８ 

１，９２０以上２，１６０未満  ０．９９２ 

２，１６０以上２，４００未満  １．１１６ 

２，４００以上２，６４０未満  １．２４０ 

２，６４０以上２，８８０未満  １．３６４ 

２，８８０以上３，１２０未満  １．４８８ 

３，１２０以上３，３６０未満  １．６１２ 

３，３６０以上３，６００未満  １．７３６ 

３，６００以上３，８４０未満  １．８６０ 

３，８４０以上４，０８０未満  １．９８４ 

４，０８０以上４，３２０未満  ２．１０８ 

４，３２０以上４，５６０未満  ２．２３２ 

４，５６０以上４，８００未満  ２．３５６ 

４，８００以上５，０４０未満  ２．４８０ 

５，０４０以上５，２８０未満  ２．６０４ 

５，２８０以上５，５２０未満  ２．７２８ 

５，５２０以上５，７６０未満  ２．８５２ 

５，７６０以上  ３．０００ 

２ 前項第２号の規定により得た額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 前２項の規定は、条例第２３条第２項において条例第１６条第４項の規定を準用する

場合について準用する。 

(管理者が貸与した水道メーターを利用する共同住宅における専用装置の水に係る汚水の

使用料の額) 

第１６条 条例第１７条の２第２項に規定する１月の使用料の額は、別表第１に掲げる従

量使用料の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合において、当

該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 前項の規定は、条例第２１条第５項の規定により２月の汚水排出量に係る使用料の額

を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「別表第１」とあるのは、

「別表第２」と読み替えるものとする。 
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(井戸汚水等の排出量の認定) 

第１７条 条例第２１条第３項の規定による使用水量の認定は、条例第２２条第１項に規 

定する計測のための装置によるほか、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状態その 

他の事項を考慮して行う。 

（使用料の納入期限） 

第１８条 条例第２５条第２項に規定する使用料の納入期限は、次の各号に定めるところ

による。 

（１）納入通知書により納付する場合は、納入通知書を発送した日から起算して１０日を

経過した日とする。 

（２）地方自治法第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者により納付する場

合は、納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信した日から起算して１０

日を経過した日とする。 

（３）口座振替による場合は、条例第１６条第１項に規定する定例日の属する月の翌月の

１７日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する納入期限が、京都市の休日を定める条例第１条第１項に規定する本市

の休日に当たるときは、本市の休日の翌日をもってその期限とする。 

（使用料の額の算定の特例) 

第１９条 条例第２４条第３項に規定する使用料の額は、定例日から汚水の排除をやめた

日までの期間その他の事情を考慮して算定する。 

（染色整理業に係る使用料の減額) 

第２０条 管理者は、次の各号に該当すると認めたときは、条例第２８条第１項の規定に

基づき、使用料を減額する。 

（１）染色整理業を営む者で、別に定める申請書を提出した者 

（２）主として、その作業工程で生じた１月の汚水排出量が１００立方メートルを超える

者 

（３）使用料を納入期限から２０日以内に納入している者 

（４）下水道法第３７条の２の規定に基づく命令等又は同法第３８条の規定に基づく処分

等を受けていない者 

（５）京都市水道事業条例施行規程第１３条第１項第３号に規定する者 

２ 管理者は、前項の規定にかかわらず、同項第３号から第５号までに該当しない場合で

あっても特に必要と認めたときは、使用料を減額することがある。 

３ 前２項の規定に基づく減額措置後の１月の使用料の額は、次項に規定する基本使用料

の額及び第５項に規定する従量使用料の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額と

する。この場合において当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

４ １月の基本使用料は、６５０円とする。 

５ １月の従量使用料は、別表第３に掲げるとおりとする。 
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６ 第１項及び第３項から前項までの規定は、隔月に汚水排出量の認定を行う場合の使用

料の額について準用する。この場合において、第１項の規定中「１月」とあるのは「２月」

と、「１００立方メートル」とあるのは「２００立方メートル」と、第３項の規定中「１

月」とあるのは「２月」と、第４項の規定中「１月」とあるのは「２月」と、「６５０円」

とあるのは「１，３００円」と、前項の規定中「１月」とあるのは「２月」と、「別表第

３」とあるのは「別表第４」と読み替えるものとする。 

(分担金) 

第２１条 分担金は、次の各号のいずれかに掲げる方法により納入しなければならない。 

（１）一時に全額を納入する方法 

全額を次に掲げる公共下水道の区分に応じ、それぞれ次に掲げる回数に分割して納 

入する方法 

ア 北部地域下水道 １８回 

イ 京北下水道 ６回 

２ 前項第２号に掲げる方法により分担金を納入する場合における第２回以後の各回の納

入期限は、次の各号に掲げる公共下水道の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 

（１）北部地域下水道 直前の納入期限の翌日から起算して２箇月以内 

（２）京北下水道 直前の納入期限の翌日から起算して６箇月以内 

３ 管理者は、第１項第２号に掲げる方法により分担金を納入する者が分担金を滞納した

ときその他特別の理由があると認めるときは、納入期限前においても、未納の分担金の全

部又は一部を徴収することがある。 

(使用料等の減免) 

第２２条 条例第２８条の規定により、条例第１４条後段の規定により負担させる費用、

使用料又は分担金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする

理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、管理者に提出しなければならな

い。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（処分、手続等の効力に関する経過措置） 

２ この規程の施行の日前に廃止前の京都市特定環境保全公共下水道条例施行規則の規定

によりされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。 

附 則(平成３１年３月２９日上下水道局管理規程第１６号) 

(施行期日) 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年１

０月１日から施行する。 

(適用区分) 
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２ 第２条の規定による改正後の京都市特定環境保全公共下水道事業条例施行規程(以下

「改正後の規程」という。)第１５条第１項の規定は、令和元年１１月１日(京都市特定環

境保全公共下水道事業条例第２１条第５項の規定により２月の汚水排出量の認定を行う場

合にあっては、同年１２月１日。以下「適用日」という。)以後に認定する汚水排出量に係

る特別汚水に係る使用料の加算額について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る

特別汚水に係る使用料の加算額については、なお従前の例による。 

３ 改正後の規程第１６条第１項の規定は、適用日以後に認定する汚水排出量に係る使用

料について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る使用料については、なお従前の

例による。 

４ 改正後に規程第２０条第３項の規定は、適用日以後に認定する汚水排出量に係る減額

措置後の使用料について適用し、適用日前に認定する汚水排出量に係る減額措置後の使用

料については、なお従前の例による。 

附 則(令和３年１２月２８日上下水道局管理規程第５号) 

この規程は、令和４年１月４日から施行する。 

別表第１（第１６条関係） 

水道事業条例第１５条の３第２項の規定により計算して得た水量 従量使用料（１立方

メートルにつき） 

１ １０立方メートルに京都市水道事業条例第１５条の３第１項

に規定する共同住宅において水の供給を受けている使用者の

数（以下「使用者数」という。）を乗じて得た水量から同条第

２項第1号又は第2号に規定する合計した水量のうちいずれか

大きい水量（以下「選択された水量」という。）を控除して得

た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合に

は、零とする。） 

円 

 １０ 

２ １の項の規定により計算して得た水量を超え、２０立方メート

ルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除し

て得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場

合には、零とする。） 

  １１３ 

３ ２の項の規定により計算して得た水量を超え、３０立方メート

ルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除し

て得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場

合には、零とする。） 

１１６ 

４ ３の項の規定により計算して得た水量を超え、１００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除

して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る

場合には、零とする。） 

１６２ 



 

参－６３ 
 

５ ４の項の規定により計算して得た水量を超え、２００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除

して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る

場合には、零とする。） 

１８３ 

６ ５の項の規定により計算して得た水量を超え、５００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除

して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る

場合には、零とする。） 

２０１ 

７ ６の項の規定により計算して得た水量を超え、５，０００立方

メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を

控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下

回る場合には、零とする。） 

２１３ 

８ ７の項の規定により計算して得た水量を超える部分 ２１８ 

別表第２（第１６条関係） 

京都市水道事業条例第１５条の３第２項の規定により計算して得

た水量 

従量使用料（１立方

メートルにつき） 

１ ２０立方メートルに京都市水道事業条例第１５条の３第１項

に規定する共同住宅において水の供給を受けている使用者の

数（以下「使用者数」という。）を乗じて得た水量から同条第

２項第１号又は第２号に規定する合計した水量のうちいずれ

か大きい水量（以下「選択された水量」という。）を控除して

得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合

には、零とする。） 

円 

１０ 

２ １の項の規定により計算して得た水量を超え、４０立方メート 

ルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除し 

て得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場 

合には、零とする。） 

１１３ 

３ ２の項の規定により計算して得た水量を超え、６０立方メート

ルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除し

て得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場

合には、零とする。） 

１１６ 

４ ３の項の規定により計算して得た水量を超え、２００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除

して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る

場合には、零とする。） 

１６２ 

５ ４の項の規定により計算して得た水量を超え、４００立方メー １８３ 



 

参－６４ 
 

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除

して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る

場合には、零とする。） 

６ ５の項の規定により計算して得た水量を超え、１，０００立方

メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を

控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下

回る場合には、零とする。） 

２０１ 

７ ６の項の規定により計算して得た水量を超え、１０，０００立

方メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量

を控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を

下回る場合には、零とする。） 

２１３ 

８ ７の項の規定により計算して得た水量を超える部分 ２１８ 

別表第３（第２０条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メー

トルにつき） 

５立方メートルを超え、１０立方メートルまでの部分 円 

１０ 

１０立方メートルを超え、２０立方メートルまでの部分  １１３ 

２０立方メートルを超え、３０立方メートルまでの部分 １１６ 

３０立方メートルを超え、１００立方メートルまでの部分  １６２ 

１００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの部分 １４３ 

５００立方メートルを超える部分 １８０ 

別表第４（第２０条関係） 

汚水排出量 従量使用料（１立方メー

トルにつき） 

１０立方メートルを超え、２０立方メートルまでの部分 円 

１０ 

２０立方メートルを超え、４０立方メートルまでの部分 １１３ 

４０立方メートルを超え、６０立方メートルまでの部分 １１６ 

６０立方メートルを超え、２００立方メートルまでの部分 １６２ 

２００立方メートルを超え、１，０００立方メートルまでの部分 １４３ 

１，０００立方メートルを超える部分 １８０ 
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参－６５ 

建 築 基 準 法（抄） 

 

      昭和２５年５月２４日 法律 第２０１号（制定） 

  令和４年６月１７日 法律 第６９号（最終改正） 

 

                      

（敷地の衛生及び安全） 

第１９条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに

接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の

用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。  

２  湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築

物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければ

ならない。  

３  建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためま

すその他これらに類する施設をしなければならない。  

４  建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適

当な措置を講じなければならない。 

（便 所） 

第３１条 下水道法 （昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に規定する処理区域内においては、便

所は、水洗便所（汚水管が下水道法第２条第３号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。）

以外の便所としてはならない。  

２  便所から排出する汚物を下水道法第２条第６号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に

放流しようとする場合においては、屎
し

尿浄化槽（その構造が汚物処理性能（当該汚物を衛生上支障が

ないように処理するために屎
し

尿浄化槽に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基

準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた

ものに限る。）を設けなければならない。  
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参－６６ 

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 抄 ）                 

   昭和２５年１１月１６日 政令第３３８号（制定）                            

令和４年１２月１６日 政令第３８１号（最終改正） 

（給水、排水その他の配管設備の設置及び構造） 

第１２９条の２の４ 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるとこ

ろによらなければならない。  

（１）コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止

のための措置を講ずること。  

（２）構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じない

ようにすること。  

（３）第１２９条の３第１項第１号又は第３号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地

震時においても昇降機の籠（人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）の昇降、籠及び出

入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交

通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。  

（４）圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。  

（５）水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。  

（６）地階を除く階数が３以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が３千平方メー

トルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュー

ト、リネンシュートその他これらに類するもの（屋外に面する部分その他防火上支障がないものと

して国土交通大臣が定める部分を除く。）は、不燃材料で造ること。  

（７）給水管、配電管その他の管が、第１１２条第２０項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項

の防火壁若しくは防火床、第１１４条第１項の界壁、同条第２項の間仕切壁又は同条第３項若しく

は第４項の隔壁（ハにおいて「防火区画等」という。）を貫通する場合においては、これらの管の

構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、１時間準耐火基準に適

合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャ

フト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。 

イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に１メート

ル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 

ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣

が定める数値未満であること。 

ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後２０分間

（第１１２条第１項若しくは第４項から第６項まで、同条第７項（同条第８項の規定により床面

積の合計２百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第９項の規定により床面積の合計５

百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。）、同条第１０項（同条第８項の規定により床面

積の合計２百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第９項の規定により床面積の合計５

百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。）若しくは同条第１８項の規定による準耐火構造

の床若しくは壁又は第１１３条第１項の防火壁若しくは防火床にあつては１時間、第１１４条第

１項の界壁、同条第２項の間仕切壁又は同条第３項若しくは第４項の隔壁にあつては４５分間
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参－６７ 

防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、

国土交通大臣の認定を受けたものであること。 

（８）３階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣

が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。 

３ 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第１項の規定によるほか、次に定めると

ころによらなければならない。  

（１）排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。  

（２）配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。  

（３）配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。  

（４）汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。  

（５）前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造

方法を用いるものであること。  
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参－６８ 

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（抄）                             

                               （通称「ビル管理法」） 

                         昭和４５年４月１４日 法律第２０号（制定） 

令和４年６月１７日 法律第６８号（最終改正） 

（目 的）                               

第１条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項

等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び

増進に資することを目的とする。  

（定 義）  

第２条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の

用に供される相当程度の規模を有する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１

号に掲げる建築物をいう。以下同じ。）で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理に

ついて環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。  

２ 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。 

（建築物環境衛生管理基準） 

第４条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するも

のは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」という。）に従って当該特定建築物の維

持管理をしなければならない。  

２ 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除

その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。  

３ 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当

該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維

持管理をするように努めなければならない。  

 

 

「政令」＝本法施行令 
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参－６９ 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（抄） 

昭和４５年１０月１２日 政令 第 ３０４ 号（制定） 

令和３年１２月２４日 政令 第 ３４７ 号（最終改正） 

 

（特定建築物）  

第１条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）第２条第１項の政令

で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積（建築基準法施行令（昭和２５年政

令第３３８号）第２条第１項第３号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。）が３千平方メー

トル以上の建築物及び専ら学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校又は就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 （平成１８年法律第７７号）

第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（第３号において「第１条学校等」という。）の

用途に供される建築物で延べ面積が８千平方メートル以上のものとする。  

（１）興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場  

（２）店舗又は事務所  

（３）第１条学校等以外の学校（研修所を含む。）  

（４）旅館  

（建築物環境衛生管理基準）  

第２条 法第４条第１項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。  

（１）空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 

イ 空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排出を含む。以下

この号において同じ。）をすることができる設備をいう。２において同じ。）を設けている場合

は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がお

おむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量

を調節して供給をすること。 

 

１．浮遊粉じんの量 空気１立方メートルにつき０．１５ミリグラム以下 

２．一酸化炭素の含有率 １００万分の６以下 

３．二酸化炭素の含有率 １００万分の１，０００以下 

４．温度 １ １８度以上２８度以下 

２ 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を

著しくしないこと。 

５．相対湿度 ４０パーセント以上７０パーセント以下 

６．気流 ０．５メートル毎秒以下 

７．ホルムアルデヒドの量 空気１ につき０．１ミリグラム以下 

 

ロ 機械換気設備（空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。）

を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第１号から

第３号まで、第６号及び第７号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に
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適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。 

ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項に

ついての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。 

ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居

室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。 

（２）給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 

イ 給水に関する設備（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第三条第九項に規定する給水装置

を除く。ロにおいて同じ。）を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水

を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条の規定による水質基準に

適合する水を供給すること。 

ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生

労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講

ずること。 

ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当

該設備の補修及び掃除を行うこと。 

（３）清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物（ロにおいて「ねずみ等」という。）の

防除は、次に掲げるところによること。 

イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。 

ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと 
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建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件 

 

昭和５０年１２月２０日建設省告第１５９７号（制定） 

                  平成２２年３月２９日国土交通省告示第２４３号（最終改正） 

 

  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９条の２の５第２項第６号及び第３項第５

号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上

支障のない構造とするための構造方法を次のように定める。 

 第１ 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

 １ 給水管 

  イ ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効な

ウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。 

  ロ 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操

作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。 

 ２ 給水タンク及び貯水タンク 

  イ 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定めるところによること。 

  （１）外部から給水タンク又は貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）の天井、底又は周壁

の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。 

  （２）給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。 

  （３）内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。 

  （４）内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構造としたマンホー

ルを設けること。ただし、給水タンク等の天井がふたを兼ねる場合においては、この限りでな

い。 

   （い）内部が常時加圧される構造の給水タンク等（以下「圧力タンク等」という。）に設ける場

合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げること。 

   （ろ）直径６０センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。ただし、外部

から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等にあっては、

この限りでない。 

  （５）（４）のほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。 

  （６）圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を

有効に設けること。 

  （７）最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水

タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警

報する装置の設置その他の措置を講じること。 

  （８）圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を

有効に設けること。ただし、有効容量が二立方メートル未満の給水タンク等については、この

限りでない。 

  （９）給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料
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水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずること。 

  ロ イの場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによること。 

  （１）給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等からくみ取り便所の便槽、し

尿浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する排水管を除く。）、

ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留又は処理に供する施設までの水平距離が５メー

トル未満である場合においては、イの（１）及び（３）から（８）までに定めるところによる

こと。 

  （２）（１）の場合以外の場合については、イの（３）から（８）までに定めるところによること。 

 第２ 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

 １ 排水管 

  イ 掃除口を設ける等保守点検を容易に行うことができる構造とすること。 

  ロ 次に掲げる管に直接連結しないこと。 

  （１）冷蔵庫、水飲器その他これらに類する機器の排水管 

  （２）減菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管 

  （３）給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管 

  （４）給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管 

  ハ 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。 

 ２ 排水槽（排水を一時的に滞留させるための槽をいう。以下この号において同じ。） 

  イ 通気のための装置以外の部分から臭気が洩れない構造とすること。 

  ロ 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置にマンホール（直径６０センチメート

ル以上の円が内接することができるものに限る。）を設けること。ただし、外部から内部の保守

点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な排水槽にあっては、この限りでない。 

  ハ 排水槽の底に吸い込みピットを設ける等保守点検がしやすい構造とすること。 

  ニ 排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって１５分の１以上１０分の１以下とする等内部

の保守点検を容易かつ安全に行うことができる構造とすること。 

  ホ 通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に解放すること。 

 ３ 排水トラップ（排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止するための配管設備をいう。以

下同じ。） 

  イ 雨水排水管（雨水排水立て管を除く。）を汚水排水のための配管設備に連結する場合において

は、当該雨水排水管に排水トラップを設けること。 

  ロ 二重トラップとならないように設けること。 

ハ 汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈殿しない措置を講ずること。ただし、阻集器を兼ねる

排水トラップについては、この限りでない。 

  ニ 排水トラップの深さ（排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を防止するための有効な深さをい

う。）は、５センチメートル以上１０センチメートル以下（阻集器を兼ねる排水トラップにあっ

ては、５センチメートル以上）とすること。 

  ホ 容易に掃除ができる措置を講ずること。 

 ４ 阻集器 
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イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のた

めの配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けるこ

と。 

  ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。 

  ハ 容易に掃除ができる構造とすること。 

 ５ 通気管 

  イ 排水トラップの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によって排水トラップが破封

しないように有効に設けること。 

  ロ 汚水の流入により通気が妨げられないようにすること。 

  ハ 直接外気に衛生上有効に開放すること。ただし、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する

装置が設けられている場合にあっては、この限りでない。 

 ６ 排水再利用配管設備（公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水する前に排水を再利用す

るために用いる排水のための配管設備をいう。以下この号において同じ。） 

  イ 他の配管設備（排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。）と兼用しないこと。 

  ロ 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は

他の配管設備と容易に判別できる色とすること。 

  ハ 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。 

  ニ 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。 

  ホ 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。 

 第３ 適用の特例 

   建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第１（い）欄に掲げる用途以外の用途に供する建

築物で、階数が２以下で、かつ、延べ面積が５００平方メートル以下のものに設ける飲料水の配管

設備及び排水のための配管設備については、第１（第１号ロを除く。）並びに第２第３号イ及び第

４号の規定は、適用しない。ただし、２以上の建築物（延べ面積の合計が５００平方メートル以下

である場合を除く。）に対して飲料水を供給するための給水タンク等又は有効容量が５立方メート

ルを超える給水タンク等については、第１第２号の規定の適用があるものとする。 

 

   附 則（昭和５７年建設省告示第１６７４号） 

 この告示は、昭和５７年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年建設省告示第１９２４号） 

この告示は、昭和６２年１１月１６日から施行する。 

附 則（平成１２年建設省告示第１４０６号） 

この告示は、平成１２年６月１日から施行する。 

附 則 （平成２２年３月２９日国土交通省告示第２４３号） 

この告示は、平成２２年６月１日から施行する。 
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（抄）                               

 

                       昭和４６年１月２１日 厚生省令 第 ２ 号（制定） 

                 令和３年１２月２４日 厚生労働省令 第 １９９ 号（最終改正） 

 

（排水に関する設備の掃除等） 

第４条の３ 特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、６月以内ごとに１回、定期に、

行わなければならない。 

２ 特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設

備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。  

  

 

 注 ２項の「別に定め」＝中央管理方式の空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 
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消 防 法 施 行 規 則 （ 抄 ）                

 

                       昭和３６年 ４月 １日 自治省令 第 ６ 号（制定） 

                   令和４年３月３１日 総務省令 第 ２８ 号（最終改正） 

 

第１７条第５項 駐車の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けな

ければならない。  

１  車両が駐車する場所の床面には、排水溝に向かつて１００分の２以上の勾配をつけること。  

２  車両が駐車する場所には、車路に接する部分を除き、高さ１０センチメートル以上の区画境界堤

を設けること。  

３  消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。  

４  車路の中央又は両側には、排水溝を設けること。  

５  排水溝は、長さ４０メートル以内ごとに一個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。  

６  排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有す

ること。 

 

 



第 ７ 章   参  考  資  料 

参－７６ 

道 路 法 

 
昭和２７年６月１０日法律 第１８０号（制定） 

令和４年 ６月１７日法律 第６８号（最終改正） 

 

 （道路の占用の許可） 

第３２条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しよ

うとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 

１ 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

２ 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

３ 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 

４ 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

５ 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

６ 露店、商品置場その他これらに類する施設 

７ 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は

施設で政令で定めるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出し

なければならない。 

１ 道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用す

ることをいう。以下同じ。）の目的 

２ 道路の占用の期間 

３ 道路の占用の場所 

４ 工作物、物件又は施設の構造 

５ 工事実施の方法 

６ 工事の時期 

７ 道路の復旧方法 

３ 第１項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」という。）は、前項各号に掲げる事項を変

更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認めら

れる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなけ

ればならない。 

４ 第１項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第７７条第１項の規定の適用を受けるも

のである場合においては、第２項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経

由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管

理者に送付しなければならない。 

５ 道路管理者は、第１項又は第３項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係

る行為が道路交通法第７７条第１項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域

を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

 



第 ７ 章   参  考  資  料 

参－７７ 

（水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例） 

 第３６条 水道法（昭和３２年法律第１７７号）、工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）、下

水道法（昭和３３年法律第７９号）、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）若しくは全国新幹線鉄

道整備法（昭和４５年法律第７１号）、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）、電気事業法（昭和

３９年法律第１７０号）又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の規定に基づき、水管（水

道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。）、下水道管、公衆の用に

供する鉄道、ガス管（ガス事業法第２条第１項に規定する一般ガス事業又は同条第３項に規定する

簡易ガス事業の用に供するものに限る。）又は電柱、電線若しくは公衆電話所（これらのうち、電気

事業法に基づくものにあっては同法第２条第１項第１７号に規定する電気事業者（同項第３号に規

定する小売電気事業者を除く。）がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあ

っては同法第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の

用に供するものに限る。）を道路に設けようとする者は、第３２条第１項又は第３項の規定による許

可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の１月前までに、あらか

じめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工

事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この

限りでない。 

２ 道路管理者は、前項の計画書に基づく工事（前項ただし書の規定による工事を含む。）のための道路

の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第３３条第１項の規定に

基づく政令で定める基準に適合するときは、第３２条第１項又は第３項の規定による許可を与えな

ければならない。 

 

 

 

 注 １項ただし書・２項の「政令」＝本法施行令９条―１８条 
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道 路 交 通 法 

 
昭和３５年  ６月２５日 法 律 第１０５号（制定） 

令和４年 ６月１７日 法 律 第６８号（最終改正） 

 

 （道路の使用の許可） 

第７７条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係

る場所を管轄する警察署長（以下この節において「所轄警察署長」という。）の許可（当該行為に

係る場所が同一の公安委員会の管理に属する２以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれ

かの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。）を受けなければならない。  

１  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人  

２  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者  

３  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者  

４  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に

著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集

まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況

により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの

をしようとする者  

 

 （以下省略） 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄） 

 

  昭和４５年１２月２５日 法 律 第１３７号（制定）                                

                      令和４年６月１７日 法 律 第６８号（最終改正） 

 

（目 的） 

第１条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処

分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を

図ることを目的とする。 

 （定 義） 

第２条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃

アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及び

これによって汚染された物を除く。）をいう。  

２  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。  

３  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定め

るものをいう。  

４  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。  

１  事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチ

ック類その他政令で定める廃棄物  

２  輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令で

定めるものに限る。第１５条の４の５第１項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に入

国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）

を除く。）  

５  この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定め

るものをいう。  

６  この法律において「電子情報処理組織」とは、第１３条の２第１項に規定する情報処理センター

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第１２条の３第１項に規定する事

業者、同条第３項に規定する運搬受託者及び同条第４項に規定する処分受託者の使用に係る入出力

装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

（国民の責務） 

第２条の４ 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物

を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他

その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな

らない。  
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２  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める

とともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処

理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開

発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること

等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのな

いようにしなければならない。  

３  事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及

び地方公共団体の施策に協力しなければならない。  

 

 （一般廃棄物処理計画） 

 第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処理計

画」という。）を定めなければならない。 

  （以下省略） 

 （市町村の処理等） 

 第６条の２ 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。 

  （以下省略） 

 （一般廃棄物処理業） 

 第７条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬

のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する市町村

長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。）、

専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定

める者については、この限りでない。 

  （以下省略） 

 （事業者及び地方公共団体の処理） 

第１１条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。  

２  市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他

市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことがで

きる。  

３  都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると

認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。  

 （事業者の処理） 

第１２条 事業者は、自らその産業廃棄物（省略）の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業

廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（省略）に従わなければならない。 

（以下省略） 

 （投棄禁止） 

第１６条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 
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悪臭防止法 
昭和４６年６月１日 法律 第９１号（制定） 

 令和４年６月１７日 法律 第６８号（最終改正） 

 

（定 義） 

第２条 この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なに 

おいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるものをいう。 

２  この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、環境省令

で定めるところより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈を

した場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。 

（規制基準） 

第４条 都道府県知事は、規制地域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地

域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めな

ければならない。 

１ 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業所から排出され

るものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、

大気中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。 

２ 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他

の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許可限度を基

準として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気

体中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。 

３ 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出される

ものの当該事業場の敷地外における規制基準 第１号の許容限度を基礎として、環境省令で定める

方法により、排出水中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断し

て同項の規定による規制基準によっては生活環境を保全することが十分でないと認められる区域が

あるときは、その区域における悪臭原因物質の排出については、同項の規定により規制基準を定める

ことに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めることができる。 

 １ 省略 

 ２ 省略 

３ 事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物である水で当該事業場から排出されるも

のの当該事業場の敷地外における規制基準 第１号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方

法により、排出水の臭気指数の許容限度として定めること。 

（国民の責務） 

第１４条 何人も、住居が集中している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他

日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのな

いように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する
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施策に協力しなければならない。 

（水路等における悪臭の防止） 

第１６条 下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理

する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないよう

に、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第１７条 地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の協力に

対する支援、必要な情報の提供その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及

び実施するように努めなければならない。 

２ 国は、悪臭の防止に関する啓発及び知識の普及その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する

施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境

の保全に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならな

い。 
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参－ ８３ 

環境基本法 
平成 ５年１１月１９日法律第９１号（制定） 

 令和 ３年５月１９日法律第３６号（最終改正） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者

及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国

民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であっ

て、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。  

２  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の

破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境

に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で

文化的な生活の確保に寄与するものをいう。  

３  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に

伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質

が悪化することを含む。第２１条第１項第１号において同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地

盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によって、

人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある

動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。  

 

（国民の責務） 

第９条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴

う環境への負荷の低減に努めなければならない。  

２  前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。  
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京都市指定下水道工事業者規程 

 

平成 10 年 3 月 26 日上下水道事業管理規程第 13号（制定） 

令和 3年 3月 31 日上下水道局管理規程第 20号（最終改正） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、京都市公共下水道事業条例（以下「公共下水道条例」という。）第７条の規定に 

基づき、指定下水道工事業者に関して必要な事項を定めることにより、排水設備工事の適正な施行を

確保することを目的とする。 

（用語の定義） 

第１条の２ この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）排水設備工事 公共下水道条例第５条第１項及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例（以下

「特環下水道条例」という。）第７条第１項に規定する排水設備工事をいう。 

（２）指定下水道工事業者 公共下水道条例第５条第２項及び特環下水道条例第７条第２項に規定する

指定下水道工事業者をいう。 

（３）責任技術者 京都府下水道協会長（以下「協会長」という。）が、排水設備工事の設計、施行等

に関し知識及び技能を有する者として認め、下水道排水設備工事責任技術者として登録した者をい

う。 

第２章 指定下水道工事業者 

第１節 指定下水道工事業者の指定等 

（指定の申請） 

第２条 排水設備工事の設計及び施行の事業を行おうとする者は、管理者に対し、指定下水道工事業者

としての指定をするよう申請するものとする。 

２ 前項の申請は、管理者が指定する期日までに京都市指定下水道工事業者指定・更新指定申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる書類及び写真を添えて、管理者に提出することにより行うものとする。 

（１）個人の場合は、住民票の写し及び経歴書 

（２）法人の場合は、登記事項証明書（法人の現に効力を有する事項の全部を記載したものに限る。）、

定款の写し、代表者の住民票の写し及び経歴書 

（３）営業所平面図・付近見取図（様式第２号）及び営業所の写真 

（４）前項の申請をした者（以下「申請者」という。）及び申請者に専属して雇用される者（申請者が

法人の場合はその役員を含む。以下「専属従業員」という。）のうち、責任技術者であるものの名

簿（様式第３号） 

（５）前号において責任技術者である専属従業員がある場合は、申請者とその者との雇用関係を証する

書類 

（６）申請者及び専属従業員のうち、責任技術者であるものに対し、協会長が交付した下水道排水設備

工事責任技術者証（以下「責任技術者証」という。）の写し 

（７）排水設備工事の設計及び施行に必要な器材を有していることを証する書類（様式第４号）並びに
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写真 

（８）誓約書（様式第５号） 

（９）その他管理者が必要と認めるもの 

（指定の基準） 

第３条 管理者は、申請者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定下水道工事業者

として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定下水道工事業者として不適当で

あると管理者が認めたときは、この限りではない。 

（１）申請者及び専属従業員において、責任技術者が１名以上あること。 

（２）排水設備工事の設計及び施行に必要な器材を有していること。 

（３）京都府域内に営業所を設け、現に営業している者であること。 

（４）次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。 

ア 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。 

イ 申請者が、精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断

及び意思疎通を適切に行うことができない者であること。 

ウ 申請者が、責任技術者としての登録を取り消されてから２年を経過していない者であること。 

エ 申請者が、第７条の規定に基づき、指定下水道工事業者の指定を取り消されてから２年を経過して

いないこと。 

オ 過去３年間に下水道に関する法令、条例、規則又は規程（以下「関係法令等」という。）に違反し

たことがないこと。 

カ  申請者が、その業務に関し不正若しくは不誠実な行為をするおそれ又は指定下水道工事業者として

の信用を著しく失墜させるおそれがあると管理者が認めるに足りる相当の理由を有していること。 

キ 法人の申請者であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がいること。 

（５）その他別に定める基準に該当していること。 

２ 前項第４号ウに該当する場合で、申請者が法人であるときは、その代表者は、同規定に掲げる期間

内において、個人又は他の法人の代表者として指定下水道工事業者の指定を受けることができない。 

（標準処理期間） 

第３条の２ 管理者は、第２条第１項の規定による申請があったときは、管理者が別に定める日から２

月以内に、申請者が前条第１項各号に適合しているか否か決定するものとする。 

（指定下水道工事業者証） 

第４条 管理者は、第３条第１項の規定により申請者を指定下水道工事業者に指定したときは、当該申

請者に対し、京都市指定下水道工事業者証（様式第６号。以下「指定下水道工事業者証」という。）

を交付する。 

２ 指定下水道工事業者は、指定下水道工事業者証をその営業所内の見やすい場所に掲げなければなら

ない。 

３ 指定下水道工事業者は、指定下水道工事業者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定下水道

工事業者証再交付申請書（様式第７号）を管理者に提出して指定下水道工事業者証の再交付を受けな

ければならない。 

４ 指定下水道工事業者は、第７条第２項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定下水道
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工事業者証を管理者に返納しなければならない。同項の規定により指定の効力を一時停止されたとき

も、その期間中について、同様とする。 

（指定の有効期間） 

第５条 指定の有効期間は、指定下水道工事業者としての指定を受けた日から起算して４年が経過した

日の属する年度の末日までとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、これを短縮

することがある。 

（指定の時期） 

第６条 指定下水道工事業者の指定は、管理者が必要と認めるときに行う。ただし、現に指定を受けて

いる指定下水道工事業者からその営業の全部を承継したと管理者が認めた者の指定は、随時行う。 

（指定の取消し等） 

第７条 管理者は、指定下水道工事業者から第９条第１項の届出（休止の場合を除く。）を受けたとき

は、指定を取り消すものとする。 

２ 管理者は、指定下水道工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は６

月を超えない範囲内で指定の効力を停止することができる。 

（１）関係法令等に違反したとき。 

（２）その業務に関し不正又は不誠実な行為があるとき、指定下水道工事業者としての信用を著しく失

墜させる行為があるときその他管理者が指定下水道工事業者として不適当と認めたとき。 

（３）その他不都合な行為があったとき。 

３ 前２項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止により生ずる損害については、市は、その

責めを負わない。 

（指定の効力停止の効果） 

第８条 指定下水道工事業者は、前条第２項の規定により指定の効力を停止する処分を受けたときは、

その期間中、排水設備工事を行うことができない。 

（指定の辞退等） 

第９条 指定下水道工事業者は、第３条第１項各号のいずれかに適合しなくなったとき、又は指定下水

道工事業者としての営業を廃止若しくは休止したときは、当該事由の生じた日から３０日以内に管理

者に指定下水道工事業者指定辞退等届（様式第８号）を提出するとともに指定下水道工事業者証を返

納（休止の場合にあっては当該休止期間中における一時返納）しなければならない。 

２ 指定下水道工事業者は、指定下水道工事業者としての営業を再開しようとするときは、再開しよう

とする日の１０日前までに管理者に指定下水道工事業者指定辞退等届（様式第８号）を提出しなけれ

ばならない。 

３ 指定下水道工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事由の生じた日

から３０日以内に指定下水道工事業者指定事項変更届（様式第９号）を管理者に提出しなければなら

ない。 

（１）代表者を変更したとき。 

（２）商号を変更したとき。 

（３）営業所を移転したとき。 

（４）本店を移転したとき。 
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（５）専属する責任技術者に異動があったとき。 

（６）電話番号又はファックス番号を変更したとき。 

（有効期間の更新の指定） 

第１０条 指定の有効期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、有効期間の更新の指定を受けな

ければならない。 

２ 前項の規定による有効期間の更新の指定を受けようとする者は、管理者の指定する期日までに      

京都市指定下水道工事業者指定・更新指定申請書（様式第１号）に第２条第２項各号に掲げる書類及

び写真を添えて、管理者に提出しなければならない。 

３ 前項の更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に対する決定

がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおそ

の効力を有する。 

４ 第３条から前条までの規定は、第１項の規定による有効期間の更新の指定について準用する。この

場合において、第３条の２中「第２条第１項」とあるのは「第１０条第２項」と、第４条第１項中「第

３条第１項」とあるのは「第１０条第１項」と、第５条中「指定下水道工事業者としての指定を受け

た日」とあるのは「有効期間の更新の指定を受けた日」と読み替える。 

（指定下水道工事業者の責務及び遵守事項） 

第１１条 指定下水道工事業者は、関係法令等のほか管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工

事を行わなければならない。 

２ 指定下水道工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

（２）工事は適正に施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他

の必要事項を明確に示さなければならない。 

（３）不当に高額の工事費を要求し、又は受けてはならない。 

（４）工事の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

（５）指定下水道工事業者としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。 

（６）工事は、公共下水道条例第５条第１項又は特環下水道条例第７条第１項に規定する排水設備工事

の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。 

（７）災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力する

ように努めなければならない。 

第２節 指定下水道工事業者の団体 

（指定下水道工事業者の団体） 

第１２条 指定下水道工事業者が団体（以下「工事業者団体」という。）を結成し、この団体をその団

体員である指定下水道工事業者の業務に関する上下水道局との連絡機関としようとするときは、管理

者の承認を受けなければならない。 

（団体の承認申請） 

第１３条 前条による承認を受けようとする工事業者団体は、京都市指定下水道工事業者団体承認申請

書（様式第１０号）に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。 

（１）団体名 
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（２）代表者及び役員の氏名 

（３）事務所所在地 

（４）前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 

（１）規約又は定款 

（２）団体員である指定下水道工事業者の氏名又は名称 

（３）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下本号において「私的独占禁止法」という。）

第８条第２項により公正取引委員会に届け出たことを証する書面。ただし、工事業者団体が特別の法

律により私的独占禁止法の規定の適用を除外された事業者団体であるときは、この限りではない。 

（変更等の届出） 

第１４条 第１２条による承認を受けた工事業者団体は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があ

ったとき、又は団体を解散したときは、変更又は解散のあった日から３０日以内に指定下水道工事業

者団体変更・解散届（様式第１１号）を管理者に提出しなければならない。 

（１）前条第１項の申請書に記載した事項 

（２）前条第２項各号に掲げる書類に係る事項 

（承認の取消し） 

第１５条 管理者は、第１２条による承認を受けた工事業者団体の役員又はその団体員である指定下水

道工事業者に関係法令等に違反する行為があった場合、又は特に必要があると認めた場合は、その承

認を取り消すことができる。 

第３章 責任技術者 

（責任技術者の責務） 

第１６条 責任技術者は、関係法令等のほか管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施

行（当該工事に係る監理を含む。）に当たらなければならない。 

２ 責任技術者は、排水設備工事に係る業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯しなければな

らない。 

（登録の取消し等に関する請求） 

第１７条 管理者は、責任技術者が各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は６月を超

えない範囲内で登録の効力を停止することを、協会長に求めることができる。 

（１）関係法令等に違反したとき。 

（２）その業務に関し不正又は不誠実な行為があるとき、責任技術者としての信用を著しく失墜させる

行為があるときその他管理者が責任技術者としてふさわしくないと認めたとき。 

第１８条から第２４条まで 削除 

第４章 工事 

（工事の設計及び施行に関する技術上の管理） 

第２５条 指定下水道工事業者は、責任技術者をもって工事の設計及び施行をしなければならない。 

（工事の監督） 

第２６条 指定下水道工事業者が排水設備工事を施行するときは、これを監督させるため、責任技術者

１名を工事現場に常駐させなければならない。 
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（軽易な修繕工事の施行） 

第２７条 京都市公共下水道事業条例施行規程第３条又は京都市特定環境保全公共下水道事業条例施

行規程第４条に規定する軽易な修繕工事の申込みを受けた指定下水道工事業者は、遅滞なく、これを

施行しなければならない。 

（検査） 

第２８条 指定下水道工事業者は、排水設備工事がしゅん工したときは、１０日以内にしゅん工届（様

式第１２号）を管理者に提出し、検査を受けなければならない。この場合において、管理者が責任技

術者の立会いを要請したときは、これに従わなければならない。 

２ 指定下水道工事業者は、前項の検査に不合格となった場合には、管理者が指定する期日までに改修

しなければならない。 

（検査の費用） 

第２９条 公共下水道条例第５条第３項（公共下水道条例第１２条第２項において準用する場合を含

む。）及び特環下水道条例第７条第３項に規定する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。 

２ 指定下水道工事業者は、管理者が別に定める期日までに前項の費用を納入しなければならない。 

（無償修繕） 

第３０条 工事しゅん工後１年以内に故障を生じたときは、当該工事を行った指定下水道工事業者は、

無償でこれを修繕しなければならない。ただし、その故障が公共下水道条例第９条の排水設備設置義

務者若しくは使用者の故意若しくは過失、第三者の加害又は天災地変によるものであるときは、この

限りではない。 

第５章 公示 

（公示） 

第３１条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、これを公示するものとする。 

（１）指定下水道工事業者を新たに指定したとき。 

（２）指定下水道工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。 

（３）指定下水道工事業者から第９条第１項又は第２項若しくは第３項第１号から第３号までの規定に

よる届出があったとき。 

第６章 雑則 

（監査） 

第３２条 管理者は、必要に応じ、次に掲げる事項について指定下水道工事業者及び工事業者団体の業

務監査を行うものとする。 

（１）営業所の状況 

（２）排水設備工事の施行状況 

（３）従業員の雇用関係 

（４）事務処理状況 

（５）その他管理者が必要と認める事項 

（事務連絡会） 

第３２条の２ 管理者は、指定下水道工事業者による排水設備工事の適切な施行を確保するため、定期

又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。 
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２ 指定下水道工事業者（指定下水道工事業者が法人であるときは、指定下水道工事業者の代表者又は

当該指定下水道工事業者に専属する責任技術者）は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。 

（その他） 

第３３条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

（京北町の区域の編入に伴う経過措置） 

２ 京北町の区域の編入の際現に旧京北町下水道排水設備指定工事業者規則（以下「旧町規則」という。）

第３条の規定により指定されている者は、第２条第１項の規定により京都市指定下水道工事業者とし

て 指定されたものとみなす。 

３ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前の旧町規則第７条の規定による指定の有効期間

は、第５条の規定による指定の有効期間とみなす。 

４ 施行日前に旧町規則の規定により旧町に対してなされている申請、届出その他の行為は、この規程 

の相当規定によってなされたものとみなす。 

５ 施行日前に旧町規則の規定により旧町がした取消しその他の処分は、この規程の相当規定によって

したものとみなす。 

６ 施行日前にした旧町規則に違反する行為に対する処分の適用については、施行日以後も旧町規則の

例による。 

附 則（平成１１年１１月２５日上下水道事業管理規程第１０号） 

この規程は、平成１１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１１月３０日上下水道事業管理規程第１２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１１年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成１２年３月１６日上下水道事業管理規程第２０号） 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１０月２６日上下水道事業管理規程第１０号） 

この規程は、平成１２年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年４月１日上下水道企業管理規程第２１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月１日上下水道企業管理規程第３４号） 

この規程は、平成１７年３月７日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日上下水道企業管理規程第１０号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日上下水道局管理規程第２５号） 

（施行期日） 
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１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成２３年１０月３日上下水道局管理規程第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年７月９日上下水道局管理規程第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日上下水道局管理規程第２０号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

７ 旧貸付規程、旧奨励金交付規程及び第６条の規定による改正前の京都市指定下水道工事業者規程に

規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

２ 改正前の京都市指定下水道工事業者規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用する

ことができる。 

附 則（令和元年１１月１５日上下水道局管理規程第６号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日上下水道局管理規程第２０号）  

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。 

 

 

 

別表（第２９条関係） 

検査に要する費用（１申請につき） 

工事の区分 検査料 適要 

接続ます設置工事 
（管理者が設置するものを除く。） 

１６０円 ます１個につき徴収 

水洗便所工事を含む排水設備工事 １，６００円   

浄化槽接続替工事その他上記以外の排水設備工事 ８００円   

新築家屋の水洗便所を含む排水設備工事 ５００円   
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京都市水洗便所設置奨励金交付規程 

 

               昭和 41 年 6 月 23 日水道局管理規程第 3号（制定） 

令和 3年 3月 31 日上下水道局管理規程第 19号（最終改正） 

    

（目的） 

第１条 この規程は、下水道法第２条第８号に定める処理区域内において水洗便所を設置する者に対し、

市が予算の範囲内で、水洗便所設置奨励金（以下「奨励金」という。）を交付するについて、京都市

補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例

施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、水洗便所の普及を促進することを目

的とする。 

（交付対象） 

第２条 奨励金は、居住の用に供する家屋において、くみ取便所から水洗便所に改造するために行う工

事（以下「水洗化改造工事」という。）をした者又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続

するために行う工事（以下「し尿浄化槽からの接続替工事」という。）をした者で、京都市公共下水

道事業条例第５条第３項又は京都市特定環境保全公共下水道事業条例第７条第３項に定める検査（以

下「検査」という。）に合格した場合に、当該工事をした者に交付する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の交付の対象としない。 

（１）京都市水洗便所築造工事資金貸付規程に基づく貸付金を借り受けた者 

（２）国、地方公共団体及び法人 

（奨励金の額及び交付時期） 

第３条 奨励金の額及び交付の時期は、次の表に掲げるところによる。ただし、奨励金の額は水洗化改

造工事又はし尿浄化槽からの接続替工事に要する費用の合計額（その額に１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額とする。）を超えることができない。 

区分 奨励金の額 交付時期 

水洗化改造工事 ２６，０００円 検査合格後 

し尿浄化槽からの接続替工事 １２，５００円 検査合格後 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条に規定する市長等が定める期日は、水洗化改造工事又はし尿浄化槽からの接続替工

事がしゅん工した日から起算して１年を経過する日とする。 

２ 条例第９条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、水洗便所設置奨励金交付申請書（第１

号様式。以下「申請書」という。）とする。 

３ 条例第９条に規定する市長等が必要と認める書類は、工事精算書その他管理者が必要と認める書類

とする。 

（標準処理期間） 

第５条 条例第１０条に規定する決定は、申請書が事務所に到達した日から起算して２０日以内にしな

ければならない。 

（交付の決定等の通知） 

第６条 条例第１２条第１項に規定する文書は、水洗便所設置奨励金交付決定通知書（第２号様式）と
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する。 

２ 条例第１２条第２項に規定する文書は、水洗便所設置奨励金不交付決定通知書（第３号様式）とす

る。 

（施行の細目） 

第７条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行し、昭和４１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４１年１２月２６日水道局管理規程第１７号） 

この規程は、昭和４２年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年６月２４日水道局管理規程第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４７年４月３日上下水道事業管理規程第５号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５２年９月１日上下水道事業管理規程第８号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５３年３月３０日上下水道事業管理規程第２０号） 

この規程は、昭和５３年４月１日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に定

める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

附 則（昭和５５年４月１５日上下水道事業管理規程第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和５５年４月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の京都市水洗便所設置奨励金交付規程の規定は、昭和５５年４月１５日以後

に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に定める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用

し、同日前の排水設備工事計画の確認を受けたものについては、なお従前の例による。 

附 則（昭和６２年３月２６日上下水道事業管理規程第１１号） 

この規程は、昭和６２年４月１日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に定

める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

附 則（平成８年３月２８日上下水道事業管理規程第１２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程第４条及び京都市水洗便所設置奨

励金交付規程第３条の規定は、この規程の施行日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に定

める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

附 則（平成１１年１１月３０日上下水道事業管理規程第１２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１１年１２月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成１６年４月１日上下水道企業管理規程第１５号） 

この規程は、公布の日に施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日上下水道局管理規程第１７号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日上下水道局管理規程第２７号） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日上下水道局管理規程第１０号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２９年３月３１日上下水道局管理規程第２０号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

３ 改正後の京都市水洗便所設置奨励金交付規程の規定は、施行日以後に同規程第４条の規定による申

請がされたものについて適用する。 

（経過措置） 

５ 施行日前に京都市特定環境保全公共下水道水洗便所設置奨励金交付要綱の規定によってした処分、

手続その他の行為は、改正前の京都市水洗便所設置奨励金交付規程（次項において「旧奨励金交付規

程」という。）の相当規定によってしたものとみなす。 

７ 旧奨励金交付規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

附 則 （令和３年３月３１日上下水道事業管理規程第１９号）  

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。 
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           京都市水洗便所築造工事資金貸付規程 

 

                   昭和 39 年 3月 26 日水道局管理規程第 9号（制定） 

令和 3年 3月 31 日上下水道局管理規程第 15号（最終改正） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、下水道法第２条第８号に定める処理区域内において水洗便所を築造する者に対し、

市が予算の範囲内で、その工事に要する資金（以下「資金」という。）の貸付けを行うことについて、

必要な事項を定めることにより、水洗便所の普及を促進することを目的とする。 

（貸付対象工事） 

第２条 資金の貸付けの対象となる工事は、くみ取便所（し尿浄化槽を除く。）から水洗便所に改造す

るために行う工事で、次に掲げるものとする。 

  大便器及び小便器各１個又は兼用便器１個、これらに付属する洗浄用具並びに手洗器１個の新設工

事 

  前号の工事に伴う洗浄設備の新設工事 

  第１号の工事に伴う排水管及びますの新設、増設又は改造の工事 

  前号の工事に必要な土間復旧工事 

  その他管理者が定める雑工事 

２ 前項第１号の工事において使用する便器、洗浄用具及び手洗器は、管理者が別に定める基準を満た

すものでなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 

３ 第１項の工事のほか、既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するために行う工事で、次に

掲げるものについても、資金の貸付けの対象とすることができる。 

  し尿浄化槽１基の廃止工事 

  前号の工事に伴う排水管及びますの新設、増設又は改造の工事 

  前号の工事に必要な土間復旧工事 

（貸付対象者） 

第３条 資金の貸付けを受けることができる者は、前条に定める工事の費用を一時に負担することが困

難な者で、第６条に規定する申請時点において次に掲げる要件を備える者でなければならない。 

  京都市内に住所を有すること。 

  貸付けを受けた資金（以下「貸付金」という。）の償還について充分な支払能力があると認められ

ること。 

  市町村民税（特別区民税を含む。以下同じ。）を賦課されている者にあっては、その滞納がないこ

と。 

  本市の水道料金又は下水道使用料の納入義務を負う者にあっては、その滞納がないこと。 

  京都市特定環境保全公共下水道事業条例第２７条第１項に規定する分担金の納入義務を負う者（京

都市特定環境保全公共下水道事業条例施行規程第２１条第１項第２号の規定により分割して納入して

いる者を含む。）にあっては、その滞納がないこと。 

（貸付限度額） 

第４条 貸付金の額は、第２条第１項又は同条第３項の工事につき、それぞれ同項各号に掲げる工事に
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要する費用の合計額の範囲内とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を限

度とする。 

   第２条第１項の工事 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超えない工事     ４００，０００円 

イ 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 ４５０，０００円 

ウ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 ５００，０００円 

エ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 ５５０，０００円 

オ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事      ６００，０００円 

   第２条第３項の工事 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超えない工事     ２００，０００円 

イ 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 ２５０，０００円 

ウ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 ３００，０００円 

エ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 ３５０，０００円 

オ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事      ４００，０００円 

２ 貸付金の額は、１，０００円を単位とし、１，０００円未満の端数は、これを切り捨てるものとす

る。 

（償還方法） 

第５条 貸付金の償還期限は、貸付金を交付した月の翌月から起算して、第２条第１項の工事について

は４０月、同条第３項の工事については２０月を経過する日を超えない範囲で管理者が決定するものと

する。 

２ 貸付金の償還方法は、月賦償還とする。ただし、償還期限前において繰上償還することができる。 

３ 貸付金は、無利息とする。 

４ 管理者は、貸付金が納期限までに償還されないときは、当該納期限の翌日から納入の日までの期間

の日数に応じ、償還額に年１４．６パーセントの割合を乗じて計算した金額（その額に１００円未満の

端数があるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）

に相当する延滞金を当該償還額に加算して徴収する。ただし、当該納期限までに納入できなかったこと

について、生活困窮その他の特別の事情があると管理者が認めた場合は、この限りでない。 

５ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年
じゅんねん

の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 

６ 管理者は、第１項に規定する償還期限までに貸付金を償還することが生活困窮その他の特別の事情

により困難であると認める者に対し、その者の申請により償還期限を延長することができる。 

（貸付の申請） 

第６条 貸付金の貸付けを申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、工事着手前に京都市公

共下水道事業条例第５条第１項又は京都市特定環境保全公共下水道事業条例第７条第１項の規定によ

る排水設備工事計画の確認を受けるとともに、連帯保証人１名を定め、次に掲げる書類を管理者に提出

しなければならない。 

  水洗便所築造工事資金貸付申請書（様式第１号） 

  その他管理者が必要と認めるもの 

（連帯保証人） 

第７条 連帯保証人は、前条に規定する申請時点において次に掲げる要件を備える者でなければならな
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い。ただし、第１号の要件を満たさない者であっても、管理者が特に必要と認める場合には、連帯保証

人とすることができる。 

  京都府内に住所を有すること。 

  一定の職業を有し、又は相当の資産を有する者で、かつ、独立の生計を営んでいること。 

  市町村民税を賦課されており、かつ、その滞納がないこと。 

  本市の水道料金又は下水道使用料の納入義務を負う者にあっては、その滞納がないこと。 

  京都市特定環境保全公共下水道事業条例第２７条第１項に規定する分担金の納入義務を負う者（京

都市特定環境保全公共下水道事業条例施行規程第２１条第１項第２号の規定により分割して納入して

いる者を含む。）にあっては、その滞納がないこと。 

２ 管理者は、前項各号に定める連帯保証人の資格の審査に当たり必要があると認めるときは、その資

格を証明する書類を提出させることがある。 

３ 連帯保証人が、第１項に掲げる事項を満たさなくなり、その資格を失い、又は死亡したときは、新

たに連帯保証人を定め、管理者の承認を受けなければならない。 

４ 管理者の連帯保証人に対する履行の請求は、貸付金の交付を受けた者（以下「借受人」という。）

に対しても、その効力を生ずるものとする。 

（貸付承認等） 

第８条 管理者は、第６条の規定による申請があったときは、これを審査し、同条各号に規定する書類

が事務所に到達した日から起算して２０日以内に、貸付けの承認及び貸付金の概算額又は貸付けの不承

認を決定するものとする。  

２ 前項の規定による承認及び貸付金の概算額の決定をしたときは、その旨を水洗便所築造工事資金貸

付承認通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による不承認の決定をしたときは、その旨を水洗便所築造工事資金貸付不承認通知書

（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条の２ 前条第２項に定める承認及び決定の通知を受けた者（以下「貸付承認者」という。）は、

前条第１項の規定による貸付けの承認を受けた工事（以下「貸付承認工事」という。）が完了したとき

は、京都市指定下水道工事業者規程第２８条に規定するしゅん工届に工事精算書を添えて、管理者に報

告しなければならない。 

（貸付金の交付） 

第９条 管理者は、貸付承認工事で、京都市公共下水道事業条例第５条第３項又は京都市特定環境保全

公共下水道事業条例第７条第３項に定める検査に合格したものについて貸付金額及び償還期限等を決

定し、貸付金を交付するものとする。 

２ 前項に定める決定は、水洗便所築造工事資金貸付決定通知書（様式第４号）により通知するものと

し、当該通知を受けた者及び連帯保証人は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。 

  水洗便所築造工事資金借用書（様式第５号） 

  その他管理者が必要と認めるもの 

（届出義務） 

第１０条 貸付承認者、借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、貸付承認者、借

受人又は連帯保証人は、水洗便所築造工事資金貸付届出事項変更届（様式第６号）により、直ちにその
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旨を管理者に届け出なければならない。 

  死亡したとき。 

  水洗便所築造工事資金貸付申請書（様式第１号）の記載事項に変更が生じたとき。 

  仮差押、保全差押、差押、競売の申立又は破産手続開始の決定を受けたとき。 

（貸付承認の取消等） 

第１１条 管理者は、貸付承認者、借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当すると認めると

き（第２号については、連帯保証人が該当すると認めるときを含む。）は、当該決定を取り消し、又は

未償還の貸付金を一時に返還させることがある。 

  偽りその他不正の手段により貸付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

  正当な理由がなく、貸付金の償還を怠ったとき。 

  貸付金を貸付承認工事以外の用途に使用したとき。 

  仮差押、保全差押、差押、競売の申立又は破産手続開始の決定を受けたとき。 

  京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接

関係者であることが判明したとき。 

  その他この規程に違反したとき。 

（施行の細目） 

第１２条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、昭和３９年４月１日から施行する。 

   附 則 （昭和４０年１１月２５日水道局管理規程第１３号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則 （昭和４１年６月２３日水道局管理規程第４号） 

 この規程は、昭和４１年７月１日から施行する。 

   附 則 （昭和４１年１０月２７日水道局管理規程第１４号） 

 この規程は、昭和４１年１１月１日から施行する。 

   附 則 （昭和４１年１２月２６日水道局管理規程第１７号） 

 この規程は、昭和４２年１月１日から施行する。 

   附 則 （昭和４４年７月１０日水道局管理規程第９号） 

この規程は、昭和４４年８月１５日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に

定める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （昭和４６年６月２４日水道局管理規程第２号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和４７年４月３日上下水道事業管理規程第５号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則 （昭和４８年５月３１日上下水道事業管理規程第３号） 

 この規程は、昭和４８年６月１日から施行する。 

   附 則 （昭和５０年１０月１４日上下水道事業管理規程第６号） 

 この規程は、昭和５０年１０月１６日から施行する。 
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   附 則 （昭和５２年１月２７日上下水道事業管理規程第２０号） 

この規程は、昭和５２年２月１日から施行する。 

   附 則 （昭和５２年１０月３１日上下水道事業管理規程第１１号） 

 この規程は、昭和５２年１１月１日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項

に定める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （昭和５３年３月３０日上下水道事業管理規程第１９号） 

 この規程は、昭和５３年４月１日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に

定める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （昭和５５年３月６日上下水道事業管理規程第１４号） 

 この規程は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   附 則 （昭和５６年１月２９日上下水道事業管理規程第１２号） 

 この規程は、昭和５６年２月２日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に

定める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （昭和５７年４月２２日上下水道事業管理規程第４号） 

 この規程は、昭和５７年５月１日から施行し、同日以後に条例第５条第１項に定める排水設備工事計

画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （昭和５８年１月３１日上下水道事業管理規程第１０号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則 （昭和６２年３月２６日上下水道事業管理規程第１１号） 

 この規程は、昭和６２年４月１日から施行し、同日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に

定める排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （昭和６２年９月１０日上下水道事業管理規程第８号） 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和６２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程第５条第３項の規定は、施行日以後に徴収する延滞

金から適用する。 

   附 則 （平成元年１月２０日上下水道事業管理規程第１２号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則 （平成８年３月２８日上下水道事業管理規程第１２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程第４条及び京都市水洗便所設置奨

励金交付規程第３条の規定は、この規程の施行日以後に京都市公共下水道事業条例第５条第１項に定め

る排水設備工事計画の確認を受けたものから適用する。 

   附 則 （平成１１年１１月３０日上下水道事業管理規程第１２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１１年１２月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

   附 則 （平成１４年３月２８日上下水道事業管理規程第１０号） 

 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成１６年４月１日上下水道企業管理規程第１５号） 

 この規程は、公布の日に施行する。 

   附 則 （平成２２年１２月２８日上下水道局管理規程第９号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２３年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。 

   附 則 （平成２３年３月３１日上下水道局管理規程第２６号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成２４年９月２８日上下水道局管理規程第３号） 

 この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則 （平成２８年８月３１日上下水道局管理規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２８年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程の規定は、この規程の施行日以後に

第６条の規定による申請がされたものについて適用する。 

   附 則 （平成２９年３月３１日上下水道局管理規程第２０号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程（本項において「新貸付規程」という。）の規定は、

この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新貸付規程第６条の規定による申請がされたも

のについて適用する。 

（経過措置） 

３ 施行日前に京都市京北特定環境保全公共下水道水洗便所築造工事資金貸付要綱の規定によってし

た処分、手続その他の行為は、第３条の規定による改正前の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程（次

項において「旧貸付規程」という。）の相当規定によってしたものとみなす。 

４ 旧貸付規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

   附 則 （令和３年３月３１日上下水道局管理規程第１５号）  

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市水洗便所築造工事資金貸付規程（本項において「新貸付規程」とい

う。）の規定は、この規程の施行の日以後に新貸付規程第６条の規定による申請がされたものについて
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適用する。 

（経過措置） 

３ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。 
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             私道内下水道整備に関する規程 

 

                   平成 6年 3月 10日上下水道事業管理規程第 8号（制定） 

     平成 29 年 3月 31 日上下水道局管理規程第 20 号（最終改正） 

 

   私道内下水道整備に関する規程   

 （目的） 

第１条 この規程は、私道内への公共下水道の布設及び私道内共同排水設備の設置に係る工事費の助成

に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）その他別に定めがあるもの

のほか、必要な事項を定めることにより、私道内における下水道整備を促進し、もって公共用水域の

水質の保全及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）私道 道路法第２条に規定する道路（以下「公道」という。）以外の道路及び通路をいう。 

（２）通り抜け私道 私道のうち通り抜けられるものをいう。 

（３）袋小路 私道のうち行き止まりのものをいう。 

（４）構内敷地の道路 次に掲げるものの通路をいう。 

ア 公団住宅、府市営住宅、公社住宅の敷地内 

イ 団体、会社等の従業員住宅（官公舎、社宅）の敷地内 

ウ 社寺の関係者のみが居住する境内 

（５）新規造成地内の道路 開発行為等により新規に造成した敷地内の道路をいう。 

（６）私道内共同排水設備 私道に面する家屋から排除される下水を公共下水道に流入させるために、

当該私道の所有者（所有権以外の権原に基づき当該私道を使用する者があるときは、その者及び所有

者。以下同じ。）が共同で設置する排水設備をいう。 

（実施の原則） 

第３条 私道内においては、原則として所有者が自己の負担により排水設備の設置及び維持管理を行う

べきものであるが、第１条の目的を達するため、次条以下に定めるところにより、本市において私道

内に公共下水道を布設するとともに、私道内共同排水設備の設置に係る工事費を助成する。 

（公共下水道布設の対象となる私道） 

第４条 前条の規定による公共下水道の布設の対象となる私道は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）京都市公共下水道事業条例第１条に規定する公共下水道事業（以下「京都市公共下水道事業」と

いう。）の事業計画区域内における下水道管の布設計画がある私道（構内敷地の道路及び新規造成地

内の道路を除く。）であって、それに面して現に居住する家屋が２戸以上あるもの。ただし、公共下

水道の布設工事の施行又は維持管理が困難な私道を除く。 

（２）管理者が特に必要と認める私道 

（公共下水道の布設工事の申請） 

第５条 私道の所有者は、当該私道に面した家屋の所有者（当該家屋に現に居住する者に限る。）が当

該私道内への公共下水道の布設を希望する場合は、当該私道の所有者のうちから代表者を定め、当該

私道の所有者全員の公共下水道布設承諾書（以下「承諾書」という。）を添えて、供用開始の告示日
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後１年（以下「告示日後１年」という。）までの間に管理者に申請するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、通り抜け私道については、管理者が公益上特に必要と認めるときは、同

項に定める期限を経過した後であっても、公共下水道の布設工事の申請をすることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、当該私道が袋小路であるときは、承諾書に加えて、当該私道に面

した家屋の所有者（当該家屋に現に居住する者に限る。）からの私道内公共下水道布設依頼書を添え

るものとする。 

（実施の時期） 

第６条 管理者は、通り抜け私道について、原則として公道と同時に公共下水道を布設するものとする。

ただし、前条第１項の規定による申請が供用開始の告示後にあった場合は、この限りでない。 

２ 管理者は、袋小路について、前条第１項の規定による申請があった場合は、供用開始の告示後に公

共下水道を布設するものとする。 

（私道内共同排水設備設置に係る工事費の助成の対象となる私道） 

第７条 第３条に規定する私道内共同排水設備の設置に係る工事費の助成の対象となる私道は、第４条 

に定めるものとする。ただし、次の各号に掲げる要件を満たすものに限る。 

（１）当該私道が、公共下水道又は既設の私道内共同排水設備のある道路に直接接続していること（既

設の私道内共同排水設備に接続する場合にあっては、既設の私道内共同排水設備の所有者全員の承認

が得られていること。）。 

（２）当該私道について、過去に、公共下水道が布設され、又は私道内共同排水設備の設置に係る工事

費が助成されていないこと。 

２ 前項ただし書に定める要件は、管理者が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を適用しない

ことができる。 

３ 工事費の助成を受けて設置した私道内共同排水設備の所有者は、当該私道内共同排水設備と公共下

水道又は他の私道内共同排水設備との接続を拒んではならない。 

（助成対象者） 

第８条 前条第１項に規定する助成の対象者は、同条に規定する私道内共同排水設備を設置する者のう

ち、下水道法第１０条又は第１１条の３に規定する排水設備及び水洗便所の設置義務者並びに当該私

道に面した家屋に居住する者とする。 

（助成金の交付申請） 

第９条 私道内共同排水設備の設置に係る工事費の助成を受けようとする者は、当該者のうちから代表

者を定めるものとし、条例第９条の規定による申請は、供用開始の告示後に、京都市公共下水道事業

条例第５条第１項に規定する排水設備工事の計画に係る申請と併せて、当該代表者がするものとする。 

２ 条例第９条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、私道内共同排水設備設置助成金交付申

請書（以下「申請書」という。）とする。 

３ 条例第９条に規定する市長等が必要と認める書類は、別に定める。 

（助成対象工事費と助成額） 

第１０条 助成の対象となる工事費は、公共下水道又は既設の私道内共同排水設備から上流部で、個々

の宅地内排水設備以外の私道部分に設置する排水設備の工事費のうち、前条第１項の規定による申請

に基づき、管理者が認定した額（以下「認定額」という。）とする。 

２ 助成金の額は、告示日後１年までの間に申請があったものについては認定額とし、告示日後１年を
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超えて申請のあったものについては認定額に２分の１を乗じて得た額とする。この場合において、当

該額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 下水道法第１１条第１項に規定する事項について、告示日後１年までの間に訴訟等がなされた場合

は、これが解決した日を供用開始の告示日とみなして前項の規定を適用する。 

（標準処理期間） 

第１１条 条例第１０条に規定する決定は、申請書が事務所に到達した日から起算して２０日以内にし

なければならない。 

（設置工事の施行と変更等の届出） 

第１２条 申請者は、条例第１２条第１項に規定する通知を受けたときは、遅滞なく当該私道内共同排

水設備の工事を行わなければならない。 

２ 前項の規定による工事のうち管理者が指定したものについては、当該工事の設計及び施行を管理者

に委託するものとする。この場合において、告示日後１年を超えて交付申請があったものについては、

認定額から助成額を差し引いた額を工事着手前に納入しなければならない。 

３ 申請者は、助成金の交付決定後に当該工事を変更し、若しくは中断し、又は中止しようとするとき

は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。 

（工事の完成検査及び助成金の交付） 

第１３条 申請者は、前条第１項の工事が完成したときは、条例第１８条第１項の規定に基づき、直ち

に完成届及び工事費内訳書等を管理者に提出してその検査を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項の検査に合格したものについて、助成金を交付するものとする。 

（施設の引渡しと寄付） 

第１４条 第１２条第２項の規定により工事の設計及び施行の委託を受けた私道内共同排水設備は、前

条第１項の検査に合格した後精算し、直ちに引き渡すものとする。ただし、納入額が不足していると

きは、その不足額が納入された後に引き渡すものとする。 

２ 前項に規定する私道内共同排水設備のうち、公共下水道の基準を満たし、かつ当該土地所有者の承

諾のあるものは、寄付により本市の公共下水道に帰属させることができる。 

（施設等の維持管理） 

第１５条 この規程により設置した私道内共同排水設備は、原則として、設置者及び利用者がその負担

と責任において維持管理しなければならない。 

（施行の細目） 

第１６条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

（関係要項の廃止） 

２ 昭和４１年７月７日施行の私道内下水道管布設工事実施要項（以下「旧要項」という。）は廃止す

る。 

（経過措置） 

３ この規程の施行前に旧要項の規程により、申請のあったものについては、この規程により申請のあ

ったものとみなす。 
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附 則（平成１６年４月１日上下水道企業管理規程第１５号） 

この規程は、公布の日に施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日上下水道局管理規程第１８号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日上下水道局管理規程第２０号） 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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排水設備設置までの流れ 

 
 公共下水道の整備から排水設備の使用開始までの事務手続き等の手順は、以下のとおりとなる。 

 

一般財団法人 

京都市上下水道 

サービス協会 

 
京都市指定 

下水道工事業者 

 
設置義務者 

（施主） 
京都市上下水道局 

公共下水道工事の説明会等（①） 

工事着手（②） 

工事完了 

排水設備設置についての説明会等（③） 

供用開始の告示（④） 京都市指定下水道 
工事業者の選定・ 
工事施工等の依頼 

（⑤） 

現地調査・ 

排水設備の設計

（⑥） 

設計内容の

確認 

使用開始（⑨） 

設備計画の確認申請（⑦） 

（申請者は設置義務者） 

工事着手・施工 

工事完了後の検査（⑧） 
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① 公共下水道工事の説明会等 

工事の目的として、浸水の防除、水洗化による便益及び生活環境の改善等の説明のほか、工事完了

後には遅滞なく排水設備を設置し、その土地の下水を公共下水道へ流入させなければならないことを

説明する。また、その地域の下水の排除方式（分流式・合流式）による排水設備の設置方式の概要、

取付管の設置位置を確定する必要があること、今後の事務手続きについても説明する。 

 

② 工事着手 

  工事の手戻り等が生じないよう、工事に先立って、取付管の設置位置を確認する。  

 

③ 排水設備設置についての説明会等 

工事完了に伴い公共下水道の供用を開始すること、排水設備を設置しなければならないこと、排水

に関する受忍の義務のあること、法令等に定める基準を満たさない下水を排除しようとする者は除害

施設の設置が必要であることを説明する。また、京都市指定下水道工事業者や水洗化工事に関する助

成制度についても説明する。 

  法第１０条（排水設備の設置等） 

  法第１１条（排水に関する受忍義務等） 

法第１１条の３（水洗便所の改造義務等） 

法第１２条（除害施設の設置等） 

 

④ 供用開始の告示 

公共下水道の供用及び処理を開始しようとするときは、供用及び処理を開始すべき年月日、下水を

排除すべき区域等を告示する。 

  法第９条（供用開始の告示等） 

  規則第５条（公共下水道の供用開始の告示事項） 

 

⑤ 京都市指定下水道工事業者の選定・工事施工等の依頼 

設置義務者は、京都市指定下水道工事業者（排水設備の設置及び構造に係る技術上の基準を確保す

るため、条例により排水設備工事の設計・施行は京都市指定下水道工事業者でなければ行うことがで

きないとしている。）の中から排水設備の設置に係る工事を行う者を選定し、施工等を依頼する。 

  法第１０条（排水設備の設置等） 

  令第８条（排水設備の設置及び構造の技術上の基準） 

  条例第５条第２項（排水設備工事） 

  特環条例第７条第２項（排水設備工事） 

 

⑥ 調査・設計 

公共下水道の位置、取付管の有無、計画下水量及び水質等について調査し、設計する。 

計画地に取付管が敷設されていない場合や既設の取付管を利用できない場合は、取付管を新設する

必要がある（取付管新設工事申込書の提出が必要）。また、計画地が特定環境保全公共下水道区域の
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場合、分担金を納入し、公共ます及び取付管を設置する必要がある（取付管新設工事申込書の提出が

必要）。 

  なお、利用する予定がない取付管を撤去する場合は、事前に上下水道局との協議が必要となる。 

 

⑦ 設備計画の確認申請 

排水設備の新設、増設、改造、撤去又は修繕の工事を行う場合は、工事着手前に、その計画につい 

て確認を受けなければならない。設置義務者から施工の依頼を受けた京都市指定下水道工事業者は、 

あらかじめ、その計画が設置及び構造係る技術上の基準に適合するものであることについて、設置義 

務者を申請者として、申請を行う。 

条例第５条１項（排水設備工事） 

  特環条例第７条１項（排水設備工事） 

 

⑧ 工事完了後の検査 

  排水設備の工事が完了したときは、その旨を届け出て、検査を受けなければならない。 

  法第１３条（排水設備等の検査） 

条例第５条３項（排水設備工事） 

特環条例第７条３項（排水設備工事） 

 

⑨ 使用開始 

  公共下水道に下水を排除する場合は、その旨を届け出なければならない（変更・廃止する  

場合も同様）。 

条例第１０条第１項（汚水の排除の届出） 

特環条例第９条第１項（汚水の排除等の届出） 
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申請者又は 

指定下水道工事業者 

 

    汚 水 排 除 届（記入例） 
                                           ※１      新築の場合は竣工時に記入する 

   検針区 使用者コード  水せん番号                いずれかに◯をする 

                        汚水排除（開始、廃止、変更）届 
   ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯                受付年月日を記入する 

  （あて先）京都市公営企業管理者上下水道局長            令和◯◯年◯◯月◯◯日 

                    届出人住所 京都市南区上鳥羽鉾立町◯◯番地 

                     （ふりがな）     すいどう  たろう   

                    氏名又は名称    水道  太郎       

     京都市公共下水道事業条例第 10 条の規程に基づき、下記のとおり公共下水道に 

汚水の排除の（開始、廃止、変更）を届けます。            

                     記    いずれかに◯をする 

  汚水の排除を（開始・廃止・変更）する日  令和 ◯◯年 ◯◯月 ◯◯日 ※２         

   排 水 設 備 の 所 在 地    京都市北区西賀茂◯◯◯町◯◯番地◯◯ 

   使 用 す る 業 種    一般住宅  ※３ 

                           数  量     ※４            

                  揚水能力                 m3／時間 

   供 用 装 置 の 場 合 の  住  所     ※４ 

   代 表 者 、 住 所 、 氏 名  氏  名                  

   記              汚  水 道 汚 水  備   指定下水道工事業者名を 

   事              水  その他の汚水  考   記入する 

 

 

 （注）※１ 井戸水を使用の場合は、検針区、使用者コード、水せん番号がないので「井水」と記入。 

※２ 担当者が、しゅん工年月日を記入。 

※３ 建物の形態（例．集合住宅、店舗、官公庁等）を記入。 

※４ ポンプのある場合に記入。 

    

ポ ン プ 動 力 式            

学区 ○○○ 
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しゅん工届 

様式第１２号（第２８条関係） 

 

し ゅ ん 工 届 

 

年   月   日

   

 

（あて先）京都市公営企業管理者上下水道局長 

 

住 所 

 

工事業者名 

 

代表者氏名              

 

 

 

 下記のとおり工事をしゅん工しましたので，届け出ます。 

 

 

記 

 

工 事 場 所  

工 事 申 請 者  

工 事 種 別  

しゅん工年月日 年    月    日 
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mm 1/25 1/50 1/75 1/100 1/125 1/150 1/200 1/300 1/400

127 90 73

186 131 107

400 283 231 200 179

512 418 362 324 296

833 680 589 527 481 417

1470 1270 1130 1040 897 732

2300 2060 1880 1630 1330 1150

3740 3350 3050 2650 2160 1870

5050 4610 3990 3260 2820

6580 5700 4650 4030
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参-131表ー１０より
管径を決定する。

参-132表ー１１より
管径を決定する。

参-132表ー１１より
管径を決定する。
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参-139

参-131表ー１０より
管径を決定する。

参-132表ー１１より
管径を決定する。

参-132表ー１１より
管径を決定する。
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(参-145～146より)  

参-123、表―５

参-123、表―５

参-123、表―５

　参-133、　

参-132、表―１１よ　

参-132、表―１１より
管径を１２５、勾配を１／１００とすると
３６２＞３００㎡となりＯＫであるが、基本事項
（参-116、イ）により、上流側の管径と同径の
１５０とする。　


